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八
世
紀
中
菜
、
寺
院
造
官
に
た
ず
さ
わ
っ
た
労
働
力
に
つ
い
て
、
各
階
層
、
職
種
別
に
職
能
（
あ
る
い
は
使
役
の
実
態
）
を
み
る
の
が
、
当

｝
回
の
目
的
で
あ
る
。

古
代
寺
院
造
営
史
料
の
う
ち
で
、
今
日
よ
く
残
っ
て
い
る
天
平
宝
学
五
年
（
七
六
一
）
末
よ
り
翌
六
年
に
か
け
て
の
、
石
山
寺
の
造
営
史
料

に
つ
い
て
は
、
福
山
敏
男
博
士
の
画
期
的
な
論
文
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
石
山
寺
の
造
営
」
に
よ
り
、
前
後
錯
乱
が
多
か
っ
た
大
日
本
古
文
書

所
収
史
料
の
整
理
、
復
原
と
、
全
体
の
造
営
内
容
の
論
述
が
な
さ
れ
た
。

博
士
の
卓
抜
し
た
業
績
に
よ
り
つ
つ
、
造
営
過
程
に
お
け
る
造
営
従
事
者
の
職
能
に
祝
点
を
お
い
て
、
小
稿
で
は
、
石
山
寺
造
営
の
う
ち
最
初

の
作
業
で
あ
っ
た
、
甲
賀
山
作
所
の
作
材
、
運
材
経
過
の
細
部
と
運
用
物
資
に
つ
い
て
み
、

つ
ぎ
に
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
使
役
を
う
け
て
い

る
か
を
附
目
別
に
み
る
。

東
大
寺
の
柚
で
あ
っ
た
甲
賀
山
作
所
で
の
石
山
寺
用
材
の
た
め
の
作
材
、
運
材
は
二
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る

Q

甲
賀
山
作
所
告
朔
解
（
一

二
月
、
正
月
）
に
記
載
す
る
天
平
宝
字
五
年
一
二
月
二
二
日
よ
り
、
翌
六
年
一
月
一
四
日
ま
で
（
署
名
目
、
二
月
五
日
）
を
中
心
と
す
る
時
期

と
、
甲
賀
山
作
所
告
朔
解
（
三
月
、
四
月
）
に
み
ら
れ
る
天
平
宝
字
六
年
三
月
一
一
一
一
日
よ
り
、
同
四
月
二
五
日
ま
で
（
署
名
目
、
四
月
二
八

日
）
を
中
心
と
す
る
時
期
で
あ
る

G

八
世
紀
市
葉
寺
院
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（
間
藤
）

九
九



八
世
紀
中
葉
寺
院
造
品
川
労
働
々
の
一
考
祭

（同庁総）

一0
0

造
東
大
寺
司
配
下
の
造
営
組
織
で
あ
っ
た
造
石
山
寺
所
の
、
甲
賀
山
作
所
で
の
作
材
は
用
材
の
一
部
の
み
で
、

所
に
移
り
、
用
材
の
大
部
分
は
こ
こ
で
作
材
さ
れ
た
。

甲
賀
山
作
所
と
い
う
小
部
分
の
具
体
的
な
作
材
、
運
材
経
過
に
、
こ
の
時
期
の
造
営
組
織
運
用
と
労
働
力
使
役
の
性
格
は
ど
の
よ
う
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

一
月
一
六
日
以
降
は
田
上
山
作

文
中
で
は
、
甲
賀
山
作
所
止
口
朔
解
（
一
一
一
月
、
正
月
〉
を
、
福
山
博
士
の
史
料
分
矧
に
し
た
が
っ
て
間
告
朔
、
甲
賀
山
作
所
告
朔
解
（
三
月
、
四
月
）
を
附
告

朔
と
略
称
、
ま
た
造
石
山
寺
所
符
を
「
符
」
と
略
称
す
る
。
ま
た
文
中
（
）
内
に
・
・
小
す
史
料
で
は
、
旧
告
朔
を
（
間
）
、
附
告
朔
を
〈
附
）
、
春
季
告
朔
（
春
）
、

秋
季
告
朔
（
秋
〉
、
公
文
案
阪
（
公
）
、
造
石
山
院
所
労
劇
文
案
（
労
〉
、
矧
材
舛
桧
皮
和
炭
納
版
（
材
納
〉
、
造
寺
料
銭
用
似
（
銭
）
、
食
物
用
帳
（
食
〉
、
造
t
J

料
純
物
収
納
版
（
雑
納
〉
、
雑
物
用
収
（
雑
用
）
と
略
称
し
、
ま
た
数
字
は
大
日
本
十
日
文
書
の
巻
・
一
氏
数
で
あ
る
。
た
と
え
ば
（
公
・
一
五
ノ
一
六
九
｜
七
O
〉

と
は
、
公
文
案
恨
の
史
料
で
、
大
日
本
古
文
書
第
一
五
巻
の
一
六
九
頁
よ
り
一
七
O
頁
ま
で
に
記
載
す
る
史
料
で
あ
る
こ
と
を
一
小
す
。

（誌
1
）
同
博
士
「
日
本
建
築
史
の
研
究
」
（
昭
和
一
八
年
同
）
所
収
。
な
お
同
論
文
は
附
和
六
年
七
月
一
四
日
稿
、
同
九
月
一
日
補
正
、
同
七
年
一
月
二
六

日
再
補
と
な
っ
て
い
る
。

（
訓
2
）
拙
稿
「
造
石
山
f
J
所
の
造
れ
過
程
W
｜
田
上
山
作
所
の
作
材
絞
池
山
l
」
ハ
長
的
造
’
愉
大
学
研
究
被
告
第
一

O
港
第
一
号
、
附
和
四
四
年
三
バ
）
ω

一
、
作
材
、
運
材
内
容

一
、
甲
賀
山
作
所
告
朔
解
（
一
二
月
、
正
月
）

伺
告
期
の
期
聞
に
、
作
材
と
一
部
運
材
が
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
作
材
内
容
を
加
盟
口
朔
、
倒
告
朔
、
春
季
告
朔
、
秋
季
告
朔
お
よ
び
材
納
帳

を
対
照
し
て
、
作
材
物
計
二
五
三
物
（
柱
二
二
根
、
柱
料
桁
六
校
、
桁
二
一
枝
、
角
木
四
枚
、
架
二

O
O校
）
と
檎
皮
六
二
囲
と
す
る
（
表

I

・
作
材
）
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
各
告
朔
の
相
異
点
は
、
柱
ニ
ニ
根
の
う
ち
、
秋
季
告
朔
は
二
一
根
（
長
一
丈
五
尺
〉
、
二
根
（
長
一
丈
三
尺
）
、
八
根
（
長
一
寸
〈

七
尺
）
と
す
る
が
、
倒
・
紛
告
朔
、
春
季
告
朔
の
作
材
、
運
材
内
容
に
よ
り
、
一
四
根
（
長
一
丈
五
尺
）
、
二
根
（
長
一
丈
三
パ
）
、
六
根
（
長
一
丈

七
尺
）
と
す
る
。
柱
二
二
根
の
末
径
の
寸
法
は
、
秋
季
告
朔
に
の
み
記
載
あ
り
一
尺
一
寸
と
す
る
（
秋
・
二
ハ
ノ
一
八
九
）
。



架
二

O
O校
の
内
容
、
作
材
工
数
は
そ
れ
ぞ
れ
こ
と
な
る
ω

制
告
朔
、
一
脊
・
秋
季
比
口
朔
は
す
べ
て
「
白
機
三
寸
」
と
す
る
が
、
材
納
帳
は
一
凹

O

校
（
直
）
、
六
O
枝
〈
毘
）
と
す
る
（
材
・
一
一
九
ノ
二
八
四
百
材
納
帳
の
記
載
が
も
っ
と
も
実
際
に
近
い
と
し
て
こ
れ
を
と
る
。

寸
法
は
お
甘
・
秋
季
告
朔
、
的
色
口
期
運
材
、
材
納
帳
に
よ
り
、
長
一
丈
六
尺
、
広
・
高
一
ニ
寸
で
あ
る
。

ま
た
架
の
作
工
数
で
、

仙
w
h
ロ
朔
は
コ
ニ

O
枝
々
別
一
人
、
八

O
校
以
一
人
作
二
校
」

（悶・

4
ノ九一一
Y
春
、
秋
の
告
朔
は

「
一
三
七
人
人
別
一
枝
半
」
と
し
て
お
り
（
春

と
し
て
計
一
六
O
人
と
す
る
が
、

こ
れ
は
訂
正
さ
れ
て

「
一
三
七
人
以
二
人
作
三
伏
、

除
二
三
人
」
と
す
る

五
／
一
ー
七
六
〉
、

と
く
に
秋
季
告
朔
は
内
訳
と
し
て
「
一
二
O
人
生
別
一
校
半
、
一
七
人
別
一
枝
」
と
し
て
い
る
（
秋
・
一
六
ノ
一
八
九
三
す
べ
て
一
三

七
人
で
一
致
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
校
別

2
一3
人
を
と
る
。

各
部
材
の
一
材
あ
た
り
の
作
工
数
は
「
作
物
」
の
項
に
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
ω

二
五
三
物
の
作
材
工
計
の
ベ
二
三
三
人
の
内
訳
は
、
司
木
工
八

七
人
、
一
雇
木
工
一
一
人
、
様
工
一
六
八
人
計
の
ベ
二
六
六
人
の
内
で
あ
る
が
、
春
季
告
朔
「
作
物
」
の
項
に
、
作
材
は
司
工
五
四
人
、
麗
工
一

七
九
人
と
あ
る
こ
と
に
よ
り

（
が
・
五
ノ
一
七
五
）
、

司
木
工
五
四
人
、
一
辰
一
木
工
一
一
人
、
様
工
一
六
八
人
計
二
一
二
三
人
で
あ
る
。
田
上
山
作
所

正
月
告
朔
解
に
み
る
よ
う
な
、
各
部
材
作
工
の
司
工
、
雇
工
、
様
工
の
別
は
不
明
で
あ
る
。

二
五
三
物
の
全
作
材
積
九
八
四
、
五

O
O立
方
寸
、
工
一
人
の
平
均
作
材
穣
は
六
、
七
八

O
立
方
寸
で
あ
る
＠
作
材
の
規
準
は
、
宝
字
六
年
一
月

二
四
日
付
、
田
上
山
作
所
あ
て
の
符
に
よ
れ
ば
、
三
人
で
方
一
一
一
尺
、
長
三
丈
の
材
木
を
つ
く
る
べ
き
と
と
、
ま
た
こ
れ
に
準
じ
て
他
の
材
も
つ

工
一
人
に
？
き
九
O
、
0
0
0立
方
寸
の
作
材
積
と
な
る

く
ら
し
む
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
公
・
一
五
／
一
四
回
〉

Q

こ
れ
に
よ
る
と
、

が
、
甲
賀
の
場
合
平
均
六
、
七
八

O
立
方
寸
で
あ
り
、

福
山
博
士
指
摘
の
ご
と
く
、

ま
た
九
、

0
0
0立
方
寸
以
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
方
三

工
一
人
一

O
、
0
0
0立
方
寸
の
作
材
積
が
規
準
と
な
る

Q

尺
」
は
「
方
一
尺
」
の
誤
記
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
＠
方
一
尺
と
す
れ
ば
、

檎
皮
は
計
二
三

O
聞
を
調
達
さ
れ
た
が
（
悶
・
五
／
九
O
て
そ
の
内
訳
は
二
六
八
回
ハ
四
尺
二
一
園
、
三
代
一
四
七
回
〉
を
一
貫
二
三
九
文
で
買
い

（
間
尺
二
一
川
別
一

O
文
、
三
パ
一
四
七
阻
別
七
文
）
（
問
・
五
ノ
八
八
U

、
六
二
囲
を
役
夫
の
ベ
三
一
人
（
人
別
二
関
）
で
採
取
し
た
（
問
・
五
／
八
七
三

こ
の
コ
二
人
に
つ
い
て
、
春
季
告
嗣
は
二

O
人
（
人
別
一
二
問
〉
と
し
（
溢
・
五
／
一
八
五
）
、
秋
季
告
朔
は
さ
ら
に
訂
正
し
て

一
八
人
と
す
る
が

八
位
紀
中
首
長
十
ザ
『
航
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（
岡
泌
）

。
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（
秋
・
二
ハ
ノ
二
O
一
一
〉
、
後
述
す
る
役
夫
の
労
役
内
容
か
ら
三
一
人
と
す
る

Q

石
山
に
収
納
さ
れ
た
の
は
五
五
回
で
あ
る
。

こ
の
檎
皮
の
調
達
、
運
出
に
つ
い
て
は
、
右
兵
衛
物
部
束
人
の
役
割
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
計
二
三

O
囲
を
、
制
告
朔
「
物
資
」
の
項
に
、
「
荷
右

兵
衛
物
部
東
人
所
」
と
し
（
同
・
五
／
九
O
〉
、
宝
字
六
年
一
月
一
八
日
付
、
右
兵
衛
物
部
東
人
解
は
、
檎
皮
二
一
ニ

O
囲
を

「
顕
録
申
送
」

と

し
て
お
り
（
束
人
解
・
五
ノ
六
五
）
、

そ
の
う
ち
採
取
さ
れ
た
六
二
囲
は
、

そ
の
五
五
囲
を
二
月
九
日
に
、
右
兵
衛
物
部
東
人
が
三
雲
山
よ
り
買

い
（
こ
れ
は
甲
賀
山
採
取
の
誤
り
か
）
、
運
雇
夫
一
九
人
で
進
上
（
附
素
足
人
）
し
た
と
い
う

（
材
約
・
一
五
ノ
一
一
六
回
）

Q

あ
と
の
五
四
お
よ
び

買
わ
れ
た
一
六
八
聞
は
、
制
告
朔
の
奥
書
に
「
山
残
櫓
民
一
七
五
囲
」
と
註
記
す
る
も
の
に
あ
た
る
か

（
附
・
一
五
ノ
円
六
二
〉
。

後
述
す
る
槌

利
調
達
、
運
漕
と
と
も
に
、
棺
皮
調
達
に
は
物
部
東
人
の
請
負
的
役
割
か
と
忠
わ
れ
、
注
目
し
て
お
き
た
い
。

作
材
、
檎
皮
採
取
の
さ
ら
に
具
体
的
な
経
過
、

公
文
案
帳
が
宝
字
六
年
一
月
一
五
日
以
降
の
記
載
で
、

に
お
け
る
よ
う
な
、
ひ
左
つ
ひ
と
つ
の
部
材
に
つ
い
て
の
大
き
さ
、
数
量
の
指
定
、
作
材
順
序
、
期
限
の
指
示
な
ど
が
な
い
。
が
甲
賀
の
場
合

で
も
、
柱
、
桁
、
架
な
E
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
材
に
、
お
そ
ら
く
造
石
山
寺
所
政
所
よ
り
下
さ
れ
る
符
の
寸
法
、
数
量
の
指
定
に
し
た
が
っ
て
、

荒
削
り
し
て
作
ら
れ
運
出
、
足
庭
（
石
山
）
で
さ
ら
に
仕
上
げ
を
し
、
組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
と
息
わ
れ
る
。
田
上
で
は
扉
に
い
た
る
ま
で
山

作
所
で
作
ら
れ
た
。
こ
の
際
、
す
で
に
建
て
ら
れ
る
べ
き
建
物
全
体
の
設
計
が
で
き
て
お
り
、
各
部
材
の
寸
法
、
数
量
が
定
め
ら
れ
て
い
た
こ

甲
賀
山
作
所
で
作
材
、
収
納
さ
れ
た
部
材
が
ど
の
部
分
に
使
わ
れ
た
か
は
、
足

順
序
は
不
明
で
あ
る
。

田
上
山
作
所

と
を
推
察
さ
せ
る

ハ
こ
の
時
の
石
山
寺
造
営
は
再
建
工
事
）
。

庭
で
の
造
営
過
程
を
み
て
あ
き
ら
か
に
し
た
い
。

先
の
作
材
工
二
三
三
人
の
「
見
役
」
の
中
に
入
ら
な
い
作
材
関
係
の
従
事
者
と
し
て
、
領
は
作
材
、
連
材
を
含
め
た
現
場
監
督
的
役
割
で
あ

り
、
長
上
工
単
九
人
も
作
材
指
導
を
お
こ
な
っ
た
と
思
わ
れ
、
鉄
工
（
雇
）
単
六
人
は
作
材
工
の
工
具
を
修
理
し
、
仕
丁
、
雇
夫
も
「
山
作
所

を
つ
く
り
、
物
資
運
搬
、
連
絡
な
ど
の
雑
役
、
料
理
、
修
理
雑
刃
器
用
の
和
炭
を
焼
運
ぶ
な
ど
、
作
材
に
関
係

借
曹
司
」

（
工
夫
の
宿
所
？
）

し
た
。こ

の
期
間
の
運
材
内
容
と
し
て
、
木
本
（
作
材
現
場
）
よ
り
道
ま
で
に
、
柱
一
回
根
（
長
一
丈
五
八
〉
、
二
根
（
長
一
丈
三
尺
〉
、
三
根
（
長
一
丈



七

日

比

）

ま

た

柱

料

桁

五

校

（

長

一

丈

一

川

八

〉

が

夫

の

ベ

四

人

に

よ

り

連

出

さ

れ

、

（
車
に
積
む
と
こ
ろ
）
ま
で
、
同
じ
く
柱
）
九
根
が
夫
の
ベ
三
八
人
、
住
料
桁
四
校
が
夫
の
ベ
二
人
に
よ
り
運
出
さ
れ
た
。
計
の
ベ
四
七
物
を

日
に
運
ぶ
回
数
が
示
さ
れ
て
い
る

Q

の
計
一
九
根
が
夫
の
ベ
五
七
人
に
よ
り
、

ま
た
道
よ
り
車
庭

の
べ
一

O
一
人
で
運
材
し
た
と
す
る

（表
I
・
運
材
）
。
告
朔
に
は
一
根
（
枝
）
あ
た
り
の
夫
人
数
、

木
本
よ
り
道
ま
で
は
日
に
二
、
三
度
、
道
よ
り
車
庭
ま
で
は
四
1

六
度
運
ん
で
お
り
、
そ
の
距
離
の
差
を
推
察
さ
せ
る

Q

こ
の
聞
の
向
告
朔
、
春
季
＆
ロ
朔
の
内
容
は
は
ぽ
一
致
す
る
が
、
た
だ
伺
告
期
に
あ
る
車
鹿
よ
り
三
雲
寺
門
へ
「
柱
ニ
根
各
長
一
丈
三
尺
根
別

（お廿・

μ
／
一
七
六
）

ハ
同
・
五
ノ
九
三
〉
と
あ
る
の
は
、
制
告
朔
、
春
・
秋
季
告
朔
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
。

的
山
口
湖
は
「
夫
三
八
人
以
一
二
人
巡
回
六
度
」
（
問
・
五
／
九
一
己
と
し
、
春
季
告
朔
は
「
夫
三
八
人
根
別
以
一

O
運
日
五
度
」

一
材
の
運
夫
数
、
連
日
回
数
の
ち
が
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
刷
告
朔
を
と
る
G

ま
た
道
よ
り
車
庭
へ
柱
一
九

一
人
以
一
二
人
巡
H
八
度
」

根
の
運
出
に
、

と
し
て
、

以
上
こ
の
期
間
の
甲
賀
山
作
所
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
示
す
史
料
は
極
め

τ少
な
い
が
、
的
告
湖
の
期
聞
を
中
心
に
詳
述
す
る

史
料
の
具
体
的
内
容
は
、
物
資
お
よ
び
労
働
力
で
後
述
す
る
）
。

各

翌

一

九

日

銭

六

貫

が

、

（

勢

多

）

作

材

開

始

前

に

ま

ず

米

、

銭
が
調
達
さ
れ
て
い
る

Q

同
一
二
月
二
三
日
造
東
大
寺
司
は
造
石
山
寺
所
に
長
上
工
、
木
工
三
人
、
仕
丁
三
人
、
と
副
食
物
、
食
器
、
舗
設
を
送

り
、
長
上
工
は
間
二
六
日
勢
多
庄
を
へ
て
甲
賀
山
作
所
に
至
っ
た
と
思
わ
れ
る

Q

同
二
四
日
銭
八
貫
を
甲
賀
山
作
所
附
料
と
し
て
領
橘
守
金

宝
字
五
年
二
一
月
一
八
日
米
六
斗
五
升
八
合
が
、

庄
よ
り
甲
賀
に
調
達
さ
れ
た
ω

一
九
四
文
を
下
用
し
た

Q

長
上
工
が
山
作
所
に
至
っ
た
二
七

ま
ず
恒
例
に
よ
り
山
作
神
祭
が
お
こ
な
わ
れ
た
か
Q

翌
六
年
一
月
一
日
銭
七
震
が
領
の
も
と
へ
、
銭
九
貫
が
庄
よ
り
甲
賀
へ
送
ら
れ

た
。
海
渓
、
滑
海
部
、
末
醤
、
酔
津
の
副
食
物
も
庄
よ
り
甲
賀
に
送
ら
れ
た
と
忠
わ
れ
、
物
資
調
達
に
庄
の
役
割
を
知
る
。
作
材
も
す
す
ん

だ
と
思
わ
れ
る
一
月
四
日
、
木
工
の
工
具
を
修
理
す
る
た
め
の
鉄
工
を
請
う
た
が
、
鉄
工
不
足
に
よ
り
向
か
わ
し
め
る
を
得
ず
と
い
い
、
ま
た

に
下
給
し
、
二
七
日
丹
波
広
成
解
に
よ
る
山
作
神
祭
用
な
E
の
請
銭
に
よ
り
、

日
頃
、

大
僧
都
良
弁
の
宜
に
よ
り
司
木
工
不
足
故
一
一
役
す
べ
し
と
い
っ
て
お
り
、
鉄
工
、
木
工
は
様
工
を
含
め
た
コ
履
工
一
が
中
心
と
な
っ
た
ω

月

二
四
日
田
上
に
あ
て
た
造
石
山
寺
所
符
に
は
、
先
の
作
材
法
と
と
も
に
、
雇
工
雇
夫
酒
給
法
お
よ
び
雇
工
功
充
事
の
規
準
を
示
し
た
が
、
甲
賀
で

八
世
紀
巾
議
h
J
院
造
日
労
働
力
の
一
考
察

（
岡
山
蹄
〉

一O
三



八
位
紀
中
葉
寺
院
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（岡市崎）

一O
四

も
こ
れ
に
準
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

先
の
作
材
、
一
部
運
材
の
ほ
か
に
宝
字
六
年
一
月
一
六
日
よ
り
組
槽
連
出
に
関
す
る
記
録
が
あ
る
。
刷
告
朔
に
そ
の
収
支
の
全
て
を
記
載
し
な

い
が
、
甲
賀
山
作
所
に
関
係
し
た
も
の
と
し
て
そ
の
具
体
的
な
経
過
を
の
ベ
る
。

祖
椅
二

C
五
村
の
運
出
に
つ
い
て
、

橘
守
金
弓
に
附
し
て
甲
賀
に
あ
て
ら
れ
る
（
銭
用
注
文
・
五
ノ
六
O
）Q

村
）
の
運
限
日
を
一
月
二
二
臼
と
し
、
運
出
に
つ
い
て
の
六
日
間
の
功
食
料
の
申
請
を
す
る
。

功
銭
五
回
O
文
（
人
別
一
五
文
〉
、
食
米
七
斗
二
升
（
人
別
二
升
、
准
銭
四
三
二
文
別
六
文
〉
、
古
〈
粉
）
酒
一
斗
直
銭
六
O
文
、
藤
（
葛
）
取
人
二

人
の
功
銭
二

O
文
（
人
別
一

O
文
）
、
食
米
四
升
（
人
別
二
升
、
准
銭
二
四
文
〉
で
あ
る
（
束
人
解
・
五
ノ
六
五
l
六
）
。
翌
一
九
日
橘
守
金
弓
は
先

一
月
一
六
日
甲
賀
山
作
所
は
運
出
用
の
銭
五
貫
を
請
い
（
甲
賀
山
作
所
解
・
五
ノ
六
六
〉
、
同
日
銭
五
貫
が
領

一
月
一
八
日
付
、
右
兵
衛
物
部
東
人
解
に
は
、
榔
持
二

O
五
村
（
中
破
三

雇
夫
の
ベ
三
六
人
〈
六
人
の
六
日
間
）

の

に
下
給
さ
れ
た
銭
五
貫
の
用
途
を
報
告
す
る
（
槌
樽
二

O
五
村
直
銭
三
貫
二

O
O文
（
一
二
五
村
々
別
一
六
文
、
八
O
村
々
別
一
五
文
〉
、
久
礼
漕
下

一
履
一
夫
単
三
六
人

2
ハ
筒
日
役
〉
、
功
五
四

O
文
（
人
別
一
五
文
）
、
夫
等
給
古
酒
一
斗
直
六
O
文
（
升
別
六
文
〉
、
葛
取
一
履
一
夫
二
人
功
ニ

O
文
（
人
別

一
O
文
〉
、
計
三
貫
八
二

O
文
、
残
銭
一
貫
一
八
O
文
（
郎
司
進
返
己
吃
）
（
甲
賀
山
作
所
解
・
五
ノ
六
六
）
）
。
こ
の
槌
樽
は
一
月
一
八
日
付
東
人
解
の

末
尾
に
別
筆
で
「
以
二
月
二
日
、
依
員
所
来
、
検
知
下
道
主
」
（
東
人
解
・
五
ノ
六
六
）
と
す
る
が
、
二
月
五
日
材
納
帳
に
、
櫨
梼
ニ

O
五
村

（
破
五
）
を
伊
賀
山
よ
り
買
い
、
右
兵
衛
物
部
束
人
が
進
上
検
納
し
た
旨
を
記
し
て
い
る
（
材
納
・
一
瓦
ノ
二
六
一
一
一
）
。
故
に
二
月
二
日
ま
た
は
五

日
に
石
山
に
収
納
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
以
上
槌
樽
二

O
五
村
は
伊
賀
山
で
買
わ
れ
、
漕
下
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
運
漕
の
た
め
の
労
働
力

（
潜
夫
、
葛
取
人
数
）
、
功
銭
の
記
載
は
伺
・
紛
告
朔
に
な
い
が
、
食
米
に
つ
い
て
は
的
告
朔
「
物
資
」
の
項
に
、
米
七
斗
四
升
（
三
雲
よ
り
川

津
漕
柑
二

O
五
村
一
雇
一
夫
三
六
人
食
料
）
、
ま
た
五
升
六
合
（
送
樽
領
一
人
雇
夫
弁
三
人
三
箇
白
単
九
人
料
）
と
す
る
（
旧
・
五
ノ
八
九
%
す
な

わ
ち
食
米
に
つ
い
て
は
伺
告
朔
に
使
途
を
記
す
こ
と
、
ま
た
銭
五
買
の
申
請
と
用
途
報
告
を
、
右
兵
衛
物
部
東
人
解
を
う
け
て
甲
賀
山
作
所
が

お
こ
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
ま
た
「
送
杓
領
」
と
あ
る
こ
主
か
ら
領
（
橘
守
金
弓
カ
）
が
運
漕
に
従
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

甲
賀
山
作
所
が
関
連
の
作
業
と
し
て
管
轄
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
際
右
衛
物
部
東
人
が
調
達
に
請
負
的
役
割
を
は
た
し
た
と
思
わ
れ
、
先
の



檎
皮
と
と
も
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

宝
字
六
年
二
月
五
日
付
、
制
告
朔
に
は
領
橘
守
金
弓
、
長
上
工
船
木
宿
奈
万
呂
が
署
名
し
て
い
る
（
悶
・
五
ノ
九
四
冗
領
橘
守
金
弓
が
作
材
運

材
、
物
資
運
用
を
含
め
た
全
体
の
現
場
監
督
的
役
割
で
あ
り
、
長
上
工
も
領
的
役
割
を
は
た
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ニ
、
甲
賀
山
作
所
告
朔
解
（
コ
一
月
・
四
月
）

こ
の
聞
に
は
運
材
の
み
お
こ
な
わ
れ
る
。
的
告
朔
の
期
間
の
残
材
を
、
木
本
↓
単
庭
、
車
庭
↓
川
津
、
川
津
↓
石
山
に
連
出
し
た
（
表
I
・

運
材
、
表
E
、
表
E
）。

ま
ず
木
本
よ
り
車
庭
ま
で
、
伺
告
朔
の
期
間
に
木
本
ま
た
は
道
に
残
っ
た
柱
三
根
（
長
一
丈
七
八
）
を
は
じ
め
、
柱
料
桁
ニ
枝
、
桁
二
二
校
、

残
材
数
よ
り
多
い

角
木
四
校
、
架
二

O
O枝
計
二
三
一
物
が
夫
の
ベ
六
八
人
で
運
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
際
桁
一
枝
（
長
一
丈
九
尺
）
が
作
材
、

（表
E
）
。
小
稿
で
は
各
告
朔
の
相
異
点
で
、
現
場
に
近
い
報
告
が
よ
り
実
態
に
近
い
と
み
て
、
作
材
、
運
材
、
収
納
の
過
程
で
適
合
し
な
い

も
の
も
そ
の
ま
ま
あ
げ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
報
告
、
記
載
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
問
題
と
し
て
残
る
が
、
運
出
の
実
際
に
は
他
部
材
が
ま
ぎ
れ
こ

む
な
ど
の
増
減
も
考
え
ら
れ
、
労
働
力
計
算
の
上
か
ら
も
、
制
告
朔
の
記
載
に
準
じ
て
表
示
し
た
。

こ
の
間
の
経
過
を
示
す
史
科
と
し
て
、
宝
字
六
年
二
月
二
九
日
に
米
一
石
（
山
五
斗
、
回
間
以
斗
）
を
庄
領
猪
名
郡
枚
虫
、
橘
守
金
弓
に
下
充
し
（
食

・
μ
ノ
一
七
%
三
月
一
三
日
に
は
銭
四
貫
を
甲
賀
山
作
置
雑
材
漕
運
料
と
し
て
橘
守
金
弓
に
附
し
下
充
（
銭
・
五
ノ
三
五
六
七
三
同
日
制
告
期

も
銭
四
貫
の
収
納
を
記
す

（附・

4
ノ
九
五
%

同
一
三
日
塩
五
升
を
同
じ
く
運
送
役
夫
等
料
と
し
て
橘
守
金
弓
に
下
給
し

と
す
る
）
、
同
一
五
日
に
は
醤
浮
二
斗
を
同
じ
く
潜
運
雑
役
夫
料
と
し
て
、
橘
守
金
弓
に
庄
よ
り
下
充

（
食
・
一
五
ノ
三
八

一
）
（
倒
告
朔
に
は
塩
七
升
（
自
司
請
）

し
た
こ
と
を
記
す
（
食
・
一
五
ノ
三
八
二
、

制
告
朔
）
。
同
一
八
日
に
も
海
藻
六
斤
一
二
両
を
、
司
よ
り
収
納
し
た
〈
紛
告
朔
〉

Q

印
刷
告
朔
の
期
日
通
り
宝
字
六
年
三
月
一
三
日
頃
よ
り
ま
ず
木
本
よ
り
半
庭
ま
で
の
運
出
の
作
業
は
始
ま
り
、
銭
、
塩
、
醤
津
、
海
藻
な
ど
の
物

資
が
下
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

八
位
紀
中
葉
寺
院
造
営
労
働
刀
の
一
考
察

（
岡
山
峨
）

一O
五



八
此
紀
山
・
業
手
院
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（
間
藤
）

一O
六

こ
の
残
材
運
出
に
あ
た
っ
て
、
川
町
山
中
口
朔
は
「
山
雑
材
木
運
道
切
作
」
役
夫
四
人
（
附
・
一
五
ノ
問
中
ハ
二
）
と
し
て
、

材
を
運
ぶ
道
が
新
た
に
つ
く

ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

車
庭
よ
り
川
津
（
三
雲
川
の
揮
）
ま
で
は
、
松
二
二
根
、
柱
料
桁
六
枝
、
桁
二
二
枚
、
角
木
四
枚
、
架
二

O
O校
の
計
二
五
四
物
を
、
役
夫

の
べ
五

O
人
、
積
率
一
七
両
で
連
出
し
た
（
表

E
Y

宝
山
子
六
年
三
月
一
八
日
付
「
符
」

は
、
甲
賀
運
材
領
橘
守
金
弓
に
あ
て
車
負
材
法
と
し
て
、

一
車
に
つ
き
「
柱
二
根
L

、
「
七
八
寸
二
丈
三
尺

己
下
桁
ニ
校
」
、
「
一
丈
六
尺
架
方
一
ニ
寸
各
一
六
校
己
下
一
四
校
己
上
」
、
「
三
尺
檎
皮
五
Q
囲
己
下
回
O
囲
己
上
」
と
規
定
す
る
が
、
事
実
柱
二

二
根
を
車
別
二
根
積
車
一
一
両
で
、
ま
た
架
九
六
枝
そ
車
別
一
六
校
積
率
六
両
で
連
出
し
て
い
る
ω

ま
た
問
符
に
役
夫
の
日
功
銭
と
し
て
、
一

四
文
己
下
一
二
文
己
上
、
食
米
を
臼
に
五
升
己
下
回
升
己
上
給
す
べ
き
こ
と
を
定
め
、
三
月
二
五
日
ま
で
に
収
納
す
る
よ
う
命
じ
る

は
三
雲
運
材
領
橘
｛
寸
金
弓
に
銭
四
貫
を
あ
て
、
車
賃
雇
難
け
れ
ば
二
、
三
文
許
を
加
え

（
公
・
一

五
ノ
士
八
九
｜
七
0
1
さ
ら
に
三
月
二
三
日
付
「
符
」

よ
と
い
い
、
人
功
銭
は
目
別
一
五
文
を
あ
て
よ
、
ま
た
作
物
火
急
故
今
明
日
内
に
連
出
せ
し
め
よ
と
い
う
（
公
・
一
五
／
一
七
三
三

川W
比
ロ
朔
に
は
一
一
単
一
七
両
功
と
し
て
一
貫
二
五
五
文
、
と
あ
る
た
め
一
車
麗
質
七
二
文
で
あ
る
。
こ
の
中
に
積
率
を
ひ
く
夫
の
一
履
一
銭
も
入
る
も
の

か
Q

功
銭
は
阿
告
朔
に
雇
夫
二
三
人
（
人
別
一
回
文
）
、
五

O
人
（
人
別
一
五
文
）
、

一
O
O人
（
人
別
一
六
文
）

と
あ
り
、

一
五
文
前
後
が
あ

て
ら
れ
た
ω

一
極
単
は
一
七
両
で
、
あ
と
の
桁
な
ど
一
三
六
物
は
一
一
夫
に
負
わ
せ
て
運
ん
で
い
る
ω

実
際
に
は
雇
車
が
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
か
心

以
上
車
庭
よ
り
川
津
の
遥
出
は
二
一
月
二
一
二
臼
噴
よ
り
始
め
ら
れ
た
と
す
る

Q

三
雲
川
津
よ
り
石
山
へ
の
運
漕
は
、
柱
料
桁
六
校
、
桁
二
二
枚
、
角
木
四
枝
、
架
二

O
O枚
の
計
二
三
二
物
が
梓
に
編
ま
れ
漕
下
夫
の
ベ
三

五
人
で
運
漕
し
た
（
野
洲
川
を
下
り
琵
琶
湖
に
出
、
石
山
ヘ
ヲ
ま
た
川
津
よ
り
甲
賀
郡
下
に
柱
八
根
を
夫
二
人
で
潜
下
、
川
津
よ
り
楳
前
村

へ
柱
八
根
を
夫
一
二
人
で
滴
下
し
た
と
す
る
（

ω告
朔
）
（
表
I
・
運
材
〉
。

こ
の
間
の
運
材
に
つ
い
て
は
、

四
月
一

O
日
に
塩
二
升
、
昨
津
三
升
を
「
白
甲
賀
漕
下
雑
材
一
雇
夫
等
食
料
」
と
し
て
橘
守
金
己
に
下
充
（
公

．
一
五
／
三
九
三
三
同
二
五
日
に
銭
七

C
文
（
粉
酒
七
升
直
升
別
一

O
文
）
を
「
自
甲
賀
送
山
材
二
三
三
物
」
の
運
漕
料
カ
と
し
て
下
充
（
銭
・



五
ノ
一
一
天
一
）
、
同
二
九
日
に
石
山
へ
雑
材
二
三
二
物
（
桁
二
ニ
物
、
柱
料
桁
六
校
、
角
木
四
枚
、
架
二

0
0枝
）
が
収
納
さ
れ
た
（
材
納
・
一
瓦
ノ

二
八
山
〉
（
表
1
・
収
納
）
。

故
に
川
津
よ
り
の
二
三
二
物
運
出
は
、
宝
字
六
年
四
月
一

O
日
頃
よ
り
始
め
ら
れ
、
四
月
二
九
日
に
石
山
に
収
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
ω

ま
た
柱
の
運
漕
に
つ
い
て
は
、
宝
字
六
年
六
月
四
日
付
「
符
」
に
、
領
橘
守
金
弓
に
あ
て
柱
を
消
下
す
べ
き
こ
と
、
「
今
彼
材
可
用
切
要
、
宜

承
知
状
、
川
水
北
ハ
争
消
下
、
事
有
限
、
勘
不
得
怠
廻
」
と
し
、
仕
丁
額
田
部
広
浜
を
差
し
て
命
じ
た
（
公
・
五
／
二
三
六
l
七
三
七
月
六
日
に
は

柱
九
根
を
棟
前
よ
り
石
山
へ
漕
下
す
る
、
梓
工
春
日
広
成
な
ど
の
二
人
二
箇
日
単
四
人
の
食
料
と
し
て
、
黒
米
八
升
（
釆
米
内
）
、
塩
一
合
六
勺

ー
を
下
充
し
（
公
・
一
個
人
／
山
二
三
｜
問
）
、
翠
七
日
に
は
こ
の
凶
人
の
功
銭
と
し
て
、
銭
六

O
文
（
人
別
一
一
九
文
）
を
橘
守
金
弓
に
下
給
し
た

ノ
二
一
六
一
一
一
%
柱
九
根
は
七
月
六
日
に
は
石
山
に
到
着
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ω

材
納
帳
に
は
そ
の
記
載
は
な
い
ω

柱
は
甲
賀
山
作
所
で
二
二
根

作
材
さ
れ
た
が
、
甲
賀
郡
下
へ
八
根
、
石
山
へ
は
楳
前
村
を
へ
て
九
根
が
連
判
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
（
表
i
・
運
材
・
収
納
）
e

（
銭
・
五

以
上
木
本
よ
り
車
庭
ま
で
二
三
一
物
の
運
出
は
三
月
一
三
日
頃
よ
り
、
車
庭
よ
り
三
雲
川
津
ま
で
の
二
五
回
物
は
三
月
二
三
日
頃
よ
り
、
川
津

よ
り
石
山
へ
の
運
漕
二
三
二
物
は
四
月
一

O
日
頃
よ
り
始
め
ら
れ
、
四
月
二
九
日
二
三
二
物
を
石
山
収
納
。
柱
九
根
は
楳
前
村
を
へ
て
七
月
六

日
ま
で
に
運
漕
収
納
さ
れ
た
左
忠
わ
れ
る
G

運
材
数
の
ベ
七
四
二
物
、
運
夫
数
の
ベ
一
六
二
人
、
積
車
（
雇
）
一
七
両
で
あ
る
。
的
告
朔
に
は

六
、
七
月
の
柱
九
根
消
下
作
工
単
四
人
合
の
ぞ
く
一
五
八
人
を
の
せ
、
そ
れ
は
一
般
夫
単
一
五
八
人
と
一
致
す
る
。

秋
季
告
朔
に
は
作
材
数
に
あ
わ
せ
た
連
材
数
に
整
理
し
て
記
載
し
、
運
材
内
容
、

が
、
こ
こ
で
は
紛
告
朔
、
材
納
帳
ほ
か
現
場
に
近
い
記
録
を
と
り
表
示
し
た
。

運
。
漕
夫
数
、

収
納
数
も
紛
告
朔
、

材
納
帳
と
こ
と
な
る

以
上
の
運
材
の
ほ
か
、
甲
賀
運
材
領
で
あ
っ
た
橘
守
金
弓
に
は

「
甲
賀
板
殿
壊
運
」

（
中
川
氏
郡
信
楽
官
板
殿
と
し
て
名
高
い
筑
紫
帥
藤
原
監

成
の
板
屋
二
字
の
壊
運
）
に
関
し
た
物
資
の
下
充
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
甲
賀
板
殿
は
宝
字
六
年
二
月
に
勢
多
庄
を
通
じ
て
、
買
う
銭
、
壊
運
人
の
功
銭
、
功
食
が
下
給
さ
れ
、

車
躍
に
運
び
出
」
さ
ん
旨
報
告
し
、
本
所
（
紫
香
楽
宮
）
よ
り
三
雲
川
津
ま
で
、
さ
ら
に
夜
須
潮
に
漕
下
、
六
月
、
七
月
に
到
着
、
七
月
二
一

一
月
一
一
一
一
日
に
は

「
今
や

八
川
紀
山
五
千
J
E悩
造
営
労
働
々
の
一
考
祭

（
岡
山
崎
）

一O
七



八
世
紀
中
葉
寺
院
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（
同
隊
）

一O
八

日
ま
で
に
は
全
て
石
山
に
収
納
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
（
福
山
博
士
前
掲
論
文
）
、

三
月
一
三
日

「
符
」
は
、
橘
守
金
弓
に
米
五
石
、
塩
五
升
を

「
信
楽
板
屋
壊
運
僧
等
所
」
に
充
つ
べ
き
こ
と
を
命
じ
る
（
公
・
一
五
ノ
一
六
四
l
五
%
こ
の
五
石
は
「
残
八
百
（
石
の
誤
り
）
余
之
内
」
と
あ

り
、
同
告
朔
で
の
残
米
八
石
七
斗
六
升
二
合
（
附
・
瓦
ノ
九
五
）
の
う
ち
五
石
を
充
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
川
向
告
朔
「
物
資
」
の
項
に
も
、
三
月

一
三
日
符
に
よ
り
板
屋
運
使
僧
鏡
宝
に
充
て
る
五
石
支
出
を
記
載
す
る
（
刷
・
五
ノ
九
七
ヨ
同
日
造
石
山
院
所
は
「
板
屋
壊
運
僧
等
所
」
に
あ

て
て
米
五
石
（
在
三
雲
寺
者
）
、
銭
五
貫
、
塩
一
斗
を
橘
守
金
弓
、
道
豊
足
に
附
し
て
進
送
す
る
旨
牒
し
（
公
・
一
五
ノ
二
八
四
）
、
同
日
銭
用
帳
、

食
用
帳
も
銭
五
貫
（
銭
・
五
ノ
三
五
六
）
、
塩
一
斗
（
食
・
一
五
ノ
三
八
二
を
壊
運
役
夫
等
料
と
し
て
下
給
し
て
い
る
Q

い
子
れ
も
甲
賀
山
作
所
の

雑
材
運
漕
役
夫
料
の
下
充
と
同
時
に
橘
守
金
弓
に
附
さ
れ
た
も
の
で
、
三
月
一
五
日
の
醤
津
二
斗
（
破
甲
賀
殿
大
友
禅
師
所
充
遣
）
も
同
様
で

あ
ろ
う
（
食
・
一
五
／
三
八
二
〉
。
甲
賀
板
殿
の
壊
運
は
、
板
屋
壊
運
使
の
僧
二
人
の
指
揮
下
に
お
こ
な
わ
れ
た
が
二
ニ
雲
川
津
を
経
由
し
て
の
運

漕
に
、
甲
賀
山
作
所
領
橘
守
金
弓
が
物
資
運
用
に
関
与
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
ω

七
月
六
日
に
梓
工
春
日
広
成
に
よ
り
甲
賀
山
作
所
の
運
漕
残
材

（
柱
九
根
カ
）
と
と
も
に
、
板
殿
の
材
の
一
部
が
到
肴
し
た
と
さ
れ
て
お
り
（
制
山
博
士
前
向
論
文
）
、
甲
賀
雑
材
運
漕
と
の
関
連
を
う
か
が
わ

せ
る
。
甲
賀
山
作
所
領
を
主
担
当
し
た
橘
守
金
弓
位
、
関
連
の
作
業
に
も
た
ず
さ
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
物

物
資
の
請
（
収
納
）
、
用
（
支
出
）
は
、
的
・
制
告
朔
記
載
に
よ
り
表
示
す
る
（
表
N
、
V
）む

ま
ず
収
納
（
調
達
）
は
、
制
山
中
口
朔
で
は
銭
、
米
、
副
食
物
の
ほ
と
ん
ど
が
庄
（
勢
多
庄
）
よ
り
調
達
さ
れ
た

Q

す
な
わ
ち
銭
収
納
量
の
す
べ
て
一
五
貫
が
庄
よ
り
、
そ
の
銭
に
よ
っ
て
買
わ
れ
た
以
外
の
食
料
物
も
、
庄
よ
り
調
達
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
ω

例

資

外
は
長
よ
工
の
私
米
を
「
便
借
用
」
し
た
米
一
石
五
斗
と
、
比
口
朔
に
記
載
す
る
形
で
は
仕
丁
が
焼
運
ん
だ
和
炭
二
石
の
み
で
あ
る
。

収
納
日
は
告
朔
記
載
に
よ
り
表
示
し
て
い
る
が
、
物
資
調
達
を
告
朔
以
外
の
史
料
で
み
る
と
、

を
甲
賀
山
作
所
附
料
と
し
て
橘
守
金
弓
に
下
充
し
た
が

銭
一
五
貫
に
つ
い
て
、

宝
字
五
年
一
二
月
二

四
日
銭
八
貫
（
新
二
貫
、
古
六
貫
）

（
鉛
・
四
ノ
五
三
二
）
、

こ
れ
は
同
日
六
人
部
荒
角



が
銭
八
寅
を
奉
送
し
、
領
勝
屋
主
が
七
買
七

O
O文
を
勘
知
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
圧
よ
り
六
人
部
荒
角
が
進
送
し
た
も
の
で
は
な
い
か

（涜

角
銭
送
進
文
・
四
ノ
五
二
六
%

ま
た
宝
字
五
年
一
二
月
一
一
六
日
に
圧
よ
り
長
上
船
木
宿
奈
万
呂
に
附
し
充
遣
し
た
も
の
と
し
て
、

ま
た
宝
字
六
年
一
月
一
日
に
銭
七
貫
を
秦
足
人
に
附
し
て
領
橘
守
金
弓
等
所
に
下
給
し
て
い
る

（
銭
・
凶
／
五

'v 
0 

表
示
し
た
副
食
物
の
う
ち
海
藻
一

O

連
、
末
醤
五
升
、
酢
津
五
升
が
記
さ
れ
、
却
は
二
斗
六
升
と
あ
る
。
こ
の
時
表
示
内
容
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
醤
ニ
升
、
大
笥
六
合
、

杓
一
柄
、
滞
二
枚
、
葉
鵡
二
枚
、
木
盤
一

O
口
、
麻
笥
一
口
も
送
ら
れ
て
い
る

（
巾
賀
山
作
所
解
・
四
ノ
五
二
六
｜
七
三

こ
の
ほ
か
こ
の
期
間
に

請
・
用
さ
れ
た
も
の
で
、
制
告
朔
に
記
載
し
な
い
も
の
と
し
て
、
宝
字
五
年
一
二
月
二
七
日
丹
波
広
成
は
七
二
八
文
の
請
銭
を
し
、
用
途
を
山
作

神
祭
用
の
幣
吊
な
ど
計
」
二
五
文
（
五
三
二
丸
前
間
文
、
冗
色
幣
川
山
バ
パ
山
内
O
火
、
色
紙
二
枚
前
四
文
、
神
銃
一
隻
夜
六
文
、
鈴
一
隻
前
八
文
、
紙
五
O
枚

百
三
五
文
、
凡
翠
ニ
O
迂
直
四
O
文
、
中
山
ニ
迂
恒
三
O
文
、
山
山
毛
第
六
行
直
一
二
文
、
山
中
戸
純
七
寸
〈
一
H

八
政
三
六
文
〉
、

残
銭
五
一
三
文
と
す
る

（
丹
波
広
成

解
・
四
ノ
五
二
七
l
，O
G
同
日
銭
用
帳
は
上
記
用
途
の
う
ち
、
同
添
三
二
迂
（
小
川
二
迂
、
下
日
間
二
Q
迂
〉
を
計
五

O
文
と
し
、
墨
縄
七
丈
二
尺
直
三

五
文
と
し
て
計
一
九
回
文
を
下
給
す
る
（
銭
・
凹
ノ
五
三
一
一

1
4
4
4
4

士一〉。

ま
た
宝
字
六
年
一
月
一
六
日
よ
り
拙
杓
二

O
五
村
の
運
漕
に
つ
い
て
、

銭
五
貫
等
の
領
橘
守
金
弓
へ
の
下
充
が
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
仰

告
朔
に
は
食
米
用
途
の
み
を
の
せ
て
い
る
ω

こ
の
よ
う
に
告
朔
に
は
運
用
物
資
の
す
べ
て
が
記
載
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い

Q

ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
で
の
集
計
、
収
支
残
高
も
計
算
の
誤

り
を
一
部
す
が

（
表
に
は
支
出
内
容
に
よ
る
実
際
の
計
算
を
示
す
）
、
物
資
運
用
に
あ
た
っ
て
の
主
な
調
達
先
、
主
な
支
出
法
を
知
る
こ
と
に
は

な。。
仙
川
告
朔
で
は
物
資
の
ほ
と
ん
ど
は
造
東
大
寺
司
ま
た
は
造
石
山
寺
所
政
所
よ
り
下
給
さ
れ
た
ω

制
告
朔
に
い
う
「
司
」
を
造
東
大
寺
司
と
み

る
が
、
造
石
山
寺
所
政
一
所
か
ら
の
下
給
も
「
司
」
か
ら
の
下
給
に
よ
っ
た
も
の
と
み
る
。

収
納
状
況
を
他
史
料
よ
り
み
る
と
、

銭
八
貿
は
、

三
月
一
三
日
銭
四
貿
を
甲
賀
山
作
所
よ
り
の
運
材
料
と
し
て
下
充
（
銭
・
五
ノ
三
五
六
｜

七
）
、
同
二
三
日
銭
四
貫
を
三
雲
運
材
領
橘
守
金
弓
に
下
充
（
銭
・

1
ノ一一一

μ
八
、
公
－
一
五
ノ
一
七
三
）
し
た
も
の
に
対
応
し
よ
う
。
梅
七
升
は
、

八
世
紀
，
中
葉
寺
院
造
れ
労
働
々
の
一
考
察

（岡山開）

一O
九



八
山
紀
中
葉
上
J

院
造
計
労
働
力
の
一
考
察

（
同
様
〉

。

三
月
一
三
日
塩
五
升
を
同
じ
く
運
材
料
と
し
て

（
食
・
一
五
／
三
八
一
〉
、
四
月
一

O
日
二
升
を
運
漕
雇
夫
料
と
し
て
金
弓
に
下
充
（
食
・
一
十
九
l

三
九
三
）
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
醤
津
二
斗
は
三
月
一
五
日
に
運
材
料
と
し
て
同
量
を
下
充
し
た
（
食
・
五
ノ
三
八
二
〉
。

ま
た
海
藻
六
斤
一
二
両

は
、
宝
字
六
年
三
月
一
八
日
「
符
」
に
、
酢
淳
と
と
も
に
下
充
さ
れ
た
滑
海
藻
五
斤
（
五
巻
）
、
若
滑
海
藻
一
斤
一
二
両
（
二

O
村
）
の
こ
と
か
〈
公

一
五
ノ
一
六
九
、
食
・
一

K
ノ
一
二
八
三
）
。

こ
の
ほ
か
期
間
内
の
下
給
で
紛
告
朔
に
の
せ
な
い
も
の
は
、
三
月
一
八
日
の
酢
津
七
升
（
公
・
一
五
／
一
六
九
）
、
四
月
一

O
日
に
塩
と
と
も
に

雑
材
運
漕
履
夫
料
と
し
て
金
弓
に
下
給
し
た
酢
津
三
升
（
食
・
一
五
ノ
三
九
三
）
、
四
日
二
五
日
下
給
さ
れ
た
粉
酒
七
升
直
七
O
文
（
銭
・

1
ノ
三

六
一
）
が
あ
る
。

以
上
倒
告
朔
で
は
庄
（
勢
多
庄
）
、
紛
告
朔
で
は
造
東
大
寺
司
よ
り
の
下
給
が
主
で
あ
る
。

銭
、
米
、
副
食
物
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
途
を
表
示
し
て
い
る
。
用
途
上
も
っ
と
も
活
用
さ
れ
た
の
は
銭
で
あ
ろ
う
。
功
銭
は
も
と
よ
り
、
給

付
と
し
て
用
意
さ
れ
た
米
二

O
石
九
斗
三
升
八
合
（
伺
・
紛
の
期
間
合
計
）
の
う
ち
九
五
・
七
%
の
米
が
庄
ま
た
は
司
よ
り
の
銭
で
買
わ
れ
、

副
食
物
、
食
器
類
も
買
わ
れ
た
。
造
営
事
業
に
お
け
る
銭
の
役
割
を
知
る
。

表
中
造
営
従
事
者
に
対
す
る
功
銭
、
功
食
法
に
つ
い
て
は
、
功
銭
は
領
、
長
上
工
、
司
木
工
、
仕
丁
仁
は
も
と
よ
り
な
く
、
雇
工
（
鉄
工
、
木

工
）
で
人
別
一
五
文
、
様
工
一
五
文
・
二
ハ
文
、
雇
夫
は
伺
告
朔
で
一

O
文
・
一
二
文
、
防
告
朔
で
一
四
文
｜
二
ハ
文
、
梓
工
に
は
一
括
し
て

一
人
四
O
文
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。

宝
字
六
年
一
月
二
四
日
「
符
」

t土

「
雇
工
功
充
事
」

と
し
て
上
手
二

O
文
、
中
一
九
文
、
下
一
八
文
己
下
一
六
文
己
上
と
し
て
お
り
〆目、
/:,.. 
dιa、

－
五
ノ
七
O
）
、
一
属
工
（
様
工
も
含
む
）

の
功
銭
の
差
は
技
術
の
差
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
が
伺
告
朔
期
間
の
一
一
工
、
様
工
の

功
銭
は
こ
の
規
準
で
は
か
な
り
低
い
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
田
上
山
作
所
の
場
合
で
、
雇
一
工
一
七
文
・
一
八
文
、
様
工
一
七
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ま
た
成
夫
の
場
合
で
の
伺
・
制
告
朔
の
差
か
ら
、

が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
か
ω

と
く
に
雇
夫
の
場
合
、
宝
字
六
年
三
月
一
一
二
日
「
符
」

一
月
下
句
以
降
一
履
一
工
夫
の
「
難
雇
寄
」

（
一
沢
ノ
二
ハ
六
）
の
状
態
に
よ
り
功
銭
の
引
き
あ
げ

に
夫
日
功
銭
と
し
て
一
回
文
己
下
一
二
文
己
上
、
食
米
は



日
に
五
升
己
下
回
升
己
上
を
給
す
ベ
し

（
公
・
一
一
h
ノ
ヱ
ハ
九
l
七
O
）
さ
ち
に
三
月
二
コ
一
日
符
に
は
車
賃
一
履
い
難
け
れ
ば

1
し

く
二
一
二
文
許
を
加
え
よ
、
と
す
る
と
と
も
に
、
人
功
は
日
別
一
五
文
己
下
（
上
の
誤
り
か
）
を
充
て
よ
と
す
る
。
川
忠
口
朔
で
は
麗
夫
一
六
文
が

と
し
て
お
り
、

む
し
ろ
一
般
的
で
、
三
月
、
四
月
の
雇
役
、
一
雇
車
の
状
態
か
ら
み
て
功
銭
の
ひ
き
あ
げ
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

功
食
で
は
、
食
米
は
全
作
業
従
事
者
に
支
給
さ
れ
た
が
、
領
一
升
ニ
合
、
長
上
工
一
升
二
合
、

司
木
工
六
合
・
八
合
・
二
升
、
仕
丁
六
合
・
一
介

ニ
ム
口
で
、
一
属
工
、
様
工
、
一
履
夫
の
二
升
よ
り
少
な
い
（
当
時
の
米
一
升
は
羽
布
の
約
凹
合
で
あ
る
）
。

領
、
長
上
工
な
ど
は
司
人
と
し
て
の
生
活
基
盤

が
あ
り
、
造
営
事
業
の
中
で
の
日
々
の
功
銭
、
功
食
に
た
よ
る
雇
役
工
、
犬
と
の
ち
が
い
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
司
木
工
、
仕
丁
に
み
る
支

給
立
の
去
は
、
技
術
の
上
下
に
よ
る
も
の
か
、
作
業
内
容
の
差
に
よ
る
も
の
か
。

塩
、
海
藻
な
ど
の
副
食
物
は
、
内
訳
を
一
不
さ
な
い
人
数
、
人
別
畳
、
総
支
給
量
の
記
載
が
ほ
と
ん
ど
で
各
階
層
支
給
対
象
人
数
が
不
明
で
あ
り
、

支
給
人
数
の
差
は
作
業
内
容
、
期
間
の
違
い
に
よ
る
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
人
別
量
は
こ
の
時
期
の

「
雑
工
食
法
」

（
宋
醤
々
各
五
勺
、
昨

二
勺
、
取
凹
勺
、
滑
海
務
海
藻
各
一
両
、
小
凝
菜
人
別
一
人
口
、
阿
波
佐
人
別
一
わ
勺
、
紫
菜
人
別
五
勺
、
海
松
人
別
五
勺
、

大
凝
菜
人
別
一
合
、
奈
乃

利
曽
人
別
一
両
、
可
気
毛
人
別
一
一
州
、
木
綿
莱
人
別
一
刷
、
雑
海
藻
人
別
一
合
（
以
下
欠
》
）

そ
の
他
粉
消
は
、
倒
告
朔
で
四
升
を
山
口
神
奉
料
と
し
て
買
わ
れ
、
州
問
ι

品
目
朔
で
は
一
川
功
六
升
を
お
そ
ら
く
工
、
夫
支
給
料
と
し
て
買
わ
れ
、
ま

三
五
ノ
二
五
六
）
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
四
月
二
五
日
に
粉
酒
七
升
を
買
わ
れ
た
が
、
先
の
一
月
二
四
日
符
に
コ
雇
工
一
雇
夫
澗
給
法
」
と
し
て

（
吏
不
云
司
工
井
仕
丁
等
）
、
「
辛
酒
一

升
費
、
水
間
合
和
合
、
二
筒
日
間
一
度
給
、
人
別
三
合
」
と
し
て
い
る
（
公
・

1
／
七
0
1

治
石
山
寺
所
は
造
東
大
寺
司
の
下
部
機
関
と
し
て
そ
の
財
政
の
も
と
に
あ
り
、
造
東
大
寺
司
よ
り
物
資
を
う
け
た
が

十
九
表
）
、
そ
の
際
物
資
調
達
先
と
し
て
の
庄
の
役
割
は
大
き
い
。
勢
多
（
瀬
田
）
庄
が
そ
れ
を
果
し
た
。

叶

dht
、

，BLr

－
 

（
福
山
同
士
川
一
叩

と造
思営
わ；事
れ業
るの
の中
でで
あの
る5物
。資

調
達

労
働
力
徴
発
に
は
銭
貨
の
活
用
が
あ
っ
た
。

こ
の
時
代
滋
内
の
造
寺
司
財
政
は
銭
を
中
心
に
沼
川
さ
れ
た

八
川
紀
中
葉
寺
院
泊
料
労
働
か
の
一
考
察

（
岡
政
）



八
世
紀
巾
葉
寺
院
造
料
労
働
刀
の
一
考
察

（岡山附）

（計
1
）
拙
杭
「
造
一
ゐ
山
か
所
の
造
れ
過
程

W
l問
上
山
作
所
の
作
村
経
過
山
l
」
（
民
的
造
船
大
学
研
究
報
告
第
一

O
巻
第
一
号
〉
。

（
註
2
）
附
告
朔
の
記
載
で
は
、
架
八
伐
（
長
一
丈
六
尺
）
、
桁
一
枚
（
長
一
寸
〈
九
パ
）
が
作
材
・
残
材
数
よ
り
多
く
、
肌
料
桁
一
校
（
長
一
丈
一
尺
）
が
一

校
少
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
乙
れ
は
役
夫
の
計
算
か
ら
み
で
も
あ
き
ら
か
に
誤
り
と
思
わ
れ
る
の
で
調
整
し
た
。

（註
3
）
同
日
銭
用
似
に
、
銭
間
引
を
三
霊
山
材
述
人
功
料
と
し
て
道
法
足
に
附
し
充
巡
し
、
四
月
二
七
日
に
五
三
九
文
を
返
上
、
支
出
三
口
凶
六
一
文
と
し

（
銭
・
王
ノ
三
沢
八
）
、
附
合
間
も
三
月
二
三
日
銭
聞
は
収
納
と
す
る

Q

ま
た
残
銭
返
上
は
、
附
告
別
に
残
銭
十
九
三
六
文
と
し
て
「
即
司
四
月
二
八
日

返
上
」
と
あ
る
の
に
あ
た
る
か
。

（註
4
）
乙
こ
で
も
、
川
浄
よ
り
関
山
川
ま
で
は
柱
八
川
俄
で
あ
っ
た
の
に
、
階
的
よ
り
．
h
山
へ
は
九
根
と
な
っ
て
い
る
。
誤
記
か
治
中
で
一
一
般
加
え
ら
れ
た
か
不

明
だ
が
そ
の
ま
ま
表
↓
ぶ
す
る
。
ま
た
秋
季
合
洲
に
は
三
主
川
作
に
残
る
机
二
二
似
と
し
て
金
弓
が
倹
知
し
て
い
る
が
（
秋
・
二
ハ
ノ
一
九
一
）
、
川
沖

↓
市
賀
川
下
へ
の
川
下
八
以
も
表
示
し
た
。

（註
5
）
附
告
朔
で
は
「
二
凡
バ
円
巾
用
残
」
と
し
て
八
石
七
斗
六
升
二
介
と
し
、
問
告
別
で
の
残
米
は
八
石
三
斗
二
合
と
す
る
が
、
後
述
表
町
で
は
実
際
の

文
山
山
計
算
に
も
と
ず
き
、
八
．
れ
八
ゴ
1

四
升
間
合
の
残
と
す
る
ω

（
註
6
）
吉
田
孝
氏
「
作
令
時
代
の
交
い
旬
」
（
「
日
本
経
済
央
大
系
1
山
代
－

m一
一
一
山
叩
）
第
三
郎
・
造
年
事
業
の
財
政
。

（註
7
）
吉
田
孝
氏
註
6
論
文
、
第
五
節
・
造
京
大
寺
司
の
財
政
。

二
、
作
材
、
運
材
労
働
力

、、，ノ一

、

将

領

，，，、、ま
、
ず
実
人
員
、
人
名
、
期
間
の
確
定
を
す
る
。
同
告
朔
に
は
舗
の
ベ
五
一
人
で
、

て
（
一
二
月
は
二
九
日
ま
で
）
、
少
な
く
と
も
三
人
の
領
が
必
要
で
あ
る
。

一
二
月
二
一
一
日
よ
り
翌
一
月
一
四
日
ま
で
二
二
日
間
と
し

一
人
は
橘
守
金
弓
（
領
、
造
東
大
寺
司
番
上
、
少
初
位
上
、
近
江
国

犬
上
郡
木
貫
（
労
・
一
五
ノ
二
三
八
乙
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
二
月
二
四
日
造
石
山
寺
所
よ
り
甲
賀
山
作
所
附
料
と
し
て
、
銭
八
貫
（
新
二
一
氏
、
十
日

六
貫
）
右
下
給
さ
れ
（
銭
・
問
ノ

μ
コ
一
二
）
、
六
年
五
月
一
日
に
も
銭
七
貫
を
山
作
所
領
の
金
弓
に
下
給
（
銭
・
四
ノ
五
三
二
）
、
一
月
一
五
日
に
三

斗
五
升
の
常
食
料
米
を
付
さ
れ
（
食
・

1
ノ
況

l
六
〉
、
同
一
六
日
に
は
銭
五
貫
を
金
弓
に
付
し
て
甲
賀
山
作
所
に
充
遺
し
て
お
り
（
銭
用
注
文
・



甲
賀
山
作
所
領
と
し
て
悦
特
料
銭
お
よ
び
運
夫
等
の
功
銭
等
五
貫
の
用
途
報
告
を
し

六
）
、
ま
た
部
領
使
と
な
っ
て
役
夫
等
の
食
料
を
運
ん
で
い
る
（
公
・

1
ノ
三
七
）
。

五
ノ
五
九
｜
六
0
1

一
九
日
、

（
甲
賀
山
作
所
解
・
五
／
六

一
月
二
八
日
付
、

一
月
上
日
解
に
は
領
橘
守
金
弓
の
名
は

t
、
2

7
h
し，
D

ハ
会
・
一
五
ノ
一
四
九
i
六
）
、
二
月
E
日
付
、
制
告
朔
に
は
長
上
と
と
も
に
署
名
し
て
い
る

（
同
・
一
五
ノ
四
六
二
%
主
に
物
資
請
用
に

関
す
る
も
の
だ
が
、
こ
の
期
間
の
作
事
お
よ
び
紛
舎
朔
ま
で
の
間
に
も
甲
賀
山
作
所
領
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。

奏
足
人
（
領
、
文
部
省
位
子
、
無
位
、
姓
思
寸
、
山
城
国
本
貫
（
労
・
－
五
ノ
二
三
八
）
）
が
、
制
告
朔
に
塩
一
升
五
合
を
「
石
山
寺
入
申
秦
足

人
」
と
あ
り
（
問
・
1
ノ
九
O
〉
、
宝
字
六
年
一
月
一
日
に
は
銭
七
貫
の
甲
賀
へ
の
下
充
を
秦
足
人
に
付
し
（
銭
・
四
ノ
五
三
二
〉
、
同
二
三
日
に
は

木
工
と
と
も
に
領
秦
足
人
は
作
物
不
能
故
替
り
を
請
わ
れ
た
が

（
公
・
一
五
ノ
一
四
一
〉
、

同
二
九
日
造
東
大
寺
司
牒
に
よ
り
替
り
な
き
故
そ
の

二
月
九
日
に
は

（
公
・
一
五
i
一
四
五
%

ま
ま
服
仕
し
た
（
造
京
大
守
一
一
川
牒
・
五
／
七
六
l
七
）
。
同
月
上
白
解
に
は
上
日
一
二
、
上
タ
九
と
あ
る

物
部
東
人
に
よ
る
輸
相
皮
五
五
聞
の
進
土
佐
寮
足
人
に
附
し
た
ハ
材
納
・
一
五
ノ
二
六
四
可
以
上
薬
足
人
は
甲
賀
山
作
所
関
係
に
領
と
し
て
の
役
割

と
忠
わ
れ
る
が
、
そ
の
後
造
石
山
寺
所
で
は
「
使
」
と
し
て
任
務
多
く
、
「
作
物
不
能
」
故
、
主
に
往
還
便
な
ど
の
雑
役
に
従
っ
た
か
。

三
嶋
豊
羽
（
領
、
左
大
会
人
、
少
初
位
上
、
摂
津
国
本
貫
（
労
・
一
冗
ノ
二
三
八
）
が
宝
字
五
年
一
二
月
二
七
日
山
作
所
か
ら
石
山
に
向
っ
た
三
嶋

曲
宣
石
と
同
一
人
と
忠
わ
れ
〈
造
東
大
守
討
牒
・
五
ノ
一
ニ
）
（
福
山
博
士
前
掲
論
文
三
七
O
頁）、

翌
一
月
一
五
日
に
は
病
気
の
た
め
石
山
か
ら
一
時
「
退

り
罷
」
め
て
（
公
・
五
ノ
三
八
）
、

一
月
上
日
解
に
は
上
日
数
一

O
日
と
す
る
が
（
公
・
五
ノ
七
三
）
、

一
二
月
二
七
日
ま
で
甲
賀
山
作
所
に
上
役
し

て
い
た
も
の
か
。

外
散
位
少
初
位
上
、

角
の
銭
八
貫
送
進
文
に
「
見
収
納
七
貫
七
O
O文
、
勘
知
勝
屋
主
」

勝
屋
主
（
領
、
遺
東
大
寺
司
番
上
ヵ
、

美
濃
国
本
貫
（
労
・
一
五
ノ
二
三
八
〉
）
が
宝
字
五
年
一
二
月
二
四
日
の
六
人
部
荒

一
二
月
二
六
日
に
は
畏
上
に
付
し
て

と
あ
り

（
送
巡
文
・
四
ノ
五
二
六
）
、

副
食
物
等
を
充
遣
し
た
こ
と
を
記
す
（
叩
賀
山
作
所
解
・
四
ノ
五
二
六
｜
七
）
。
こ
れ
は
福
山
博
士
に
よ
れ
ば
、
勢
多
庄
（
？
）
領
と
し
て
物
資
を

調
達
し
た
も
の
と
さ
れ
た
が
（
三
七
二
瓦
〉
、
そ
の
前
後
に
勢
多
圧
領
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
く
（
古
代
人
名
辞
典
u
、
造
石
山
寺
所
で
は
一
月
以
降

高
嶋
山
作
所
領
ま
た
は
使
と
し
て
活
躍
し
て
お
り
、
一
二
月
末
に
は
甲
賀
山
作
所
で
領
的
役
割
で
あ
っ
た
か
。

八
川
紀
中
葉
を
院
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（
岡
藤
）

一一一一一



八
世
紀
中
楽
寺
院
造
問
労
働
々
の
一
考
察

（耐藤〉

一
一
四

ま
た
一
二
月
二
三
日
造
東
大
寺
南
牒
に
、
丹
波
広
成
が
、
石
山
よ
り
召
さ
れ
た
が
、
木
工
所
の
雑
政
に
あ
ず
か
り
、
毎
物
別
当
す
る
故
に
向
か

わ
し
め
ず
と
い
う
が
（
造
L
J
司
牒
・
四
／
五
二
五
υ
、
同
二
七
日
に
広
成
の
山
作
神
祭
料
の
請
銭
解
が
あ
り
ハ
丹
波
広
成
解
・
四
ノ
五
二
七
）
、
あ
る
い

は
実
際
に
は
甲
賀
に
来
て
、
領
と
し
て
請
銭
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

な
お
一
月
一
四
日
に
白
米
三
升
六
合
を
、
領
舎
人
三
人
料
別
一
升
二
合
を
下
給
す
る
が
（
食
・
五
ノ
・
入
〉
、
甲
賀
山
作
所
関
係
の
領
で
あ
っ
た
か
。

以
上
川
叫
ん
告
朔
中
心
の
期
間
に
甲
賀
山
作
所
に
関
係
し
た
領
五
人
を
あ
げ
た
が
、
橘
守
金
弓
は
作
業
の
最
初
（
二
二
日
？
）
か
ら
甲
賀
全
体
の
現

場
監
督
的
役
割
、
と
み
ら
れ
、
他
の
四
人
は
部
分
的
に
関
与
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

制
止
口
朔
に
は
領
の
ベ
八
九
人
と
あ
り
、
こ
の
期
間
四
二
日
間
（
三
月
は
ゴ
一

O
日
ま
で
）

と
し
て
二

l
一
二
人
の
領
が
必
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
ひ
き
つ
づ
き
橘
守
金
弓
が
主
担
当
し
た
。
金
弓
に
は
す
で
に
二
月
二
九
日
に
米
一
石
（
白
五
斗
、
黒
五
斗
）
を
、
勢
多
庄
領
猪
名
部

枚
虫
と
と
も
に
下
充
さ
れ
て
い
た
が
（
食
・
石
ノ
一
七
〉
、
三
月
一
三
日
に
甲
賀
板
殿
壊
運
夫
等
功
食
料
の
銭
と
と
も
に
、
甲
賀
山
作
所
に
置
く

雑
材
（
政
材
）
の
滑
連
料
と
し
て
銭
四
貫
を
付
さ
れ
た
（
銭
・
川
ノ
コ
五
六
｜
じ
）
c

ま
た
同
日
壊
遮
夫
料
と
と
も
に
堪
五
升
を
雑
材
運
送
夫
料
と

し
て
下
給
さ
れ

（
食
・
一
五
／
三
八
一
）
、

ま
た
同
日
壊
運
料
と
し
て
米
な
ど
を
附
さ
れ
た
こ
と
は
先
述
し
た
。

醤
津
を
庄
よ
り
金
弓
に
附
し
て
充
遺
し
て
お
り

〔
食
・
一
五
ノ
一
一
一
八
二
）
、

同
一
五
日
に
も
雑
材
運
漕
料
の

三
月
一
三
日
頃
よ
り
の
運
出
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
鏡
、
米
、
副
食
物

が
甲
賀
板
殿
壊
運
夫
料
と
と
も
に
金
弓
に
下
充
さ
れ
て
い
る
。

ま
で
に
選
出
せ
よ
と
指
定
さ
れ
る

三
月
一
八
日
に
甲
賀
運
材
領
の
金
弓
に
あ
て
、
酢
搾
な
ど
の
副
食
物
を
下
す
と
と
も
に
車
負
材
法
を
指
定
し
、
功
銭
、
功
食
を
一
不
し
、
二
五
日

（
公
・
一
五
／
一
六
九
i
七
O
、
食
－
一
五
／
三
八
三
%
同
二
一
日
に
は
他
の
領
、
長
上
工
、
木
工
ら
と
と
も
に

禄
物
（
施
、
布
）
価
銭
一

O
O文
を
う
け
（
燃
物
政
給
注
文
・
五
／
一
四
六
）
、
二
三
日
に
は
三
雲
運
材
領
の
金
づ
に
、
申
状
に
よ
り
銭
四
貫
を
下

し
、
功
銭
、
一
属
一
車
賃
の
指
定
を
し
早
速
道
出
を
命
じ
る
（
公
・
一
五
ノ
一
七
三
、
銭
・
五
ノ
三
五
八
）
。
四
月
一

O
日
に
塩
、
酢
浮
か
｝
潜
下
一
雇
夫
等
食

料
と
し
て
金
弓
に
下
給
し
（
食
・
一
五
／
三
九
三
）
、
四
月
二
八
日
付
、
川
w
告
朔
に
領
と
し
て
署
名
し
た
（
附
・
一
五
ノ
円
六
二
%
同
二
九
日
に
は
、

甲
賀
山
作
所
よ
り
「
橘
守
金
弓
等
之
令
作
進
上
村
」

ニ
三
二
物
が
石
山
に
収
納
さ
れ
た
（
村
・
一
沢
ノ
二
八
問
〉
。

六
月
四
日
に
は
金
弓
に
あ
て



て
、
柱
を
滑
下
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
（
公
・
五
／
二
三
六
｜
七
）
、
七
月
六
日
、
七
日
に
「
橘
守
金
弓
等
、
甲
賀
山
作
柱
内
九
根
」
を
漕
下
し
た
梓

工
に
黒
米
、
堪
、
銭
を
下
給
す
る
（
食
・
一
五
ノ
日
二
三
｜
四
、
銭
・
汽
ノ
三
六
三
%
秋
季
告
朔
（
宝
字
六
年
間
一
二
月
二
九
回
付
）

残
る
柱
一
三
根
を
「
検
知
」
し
て
い
る
（
秋
・
一
ム
ハ
ノ
一
九
一
〉
。

以
上
橘
守
金
弓
は
紛
告
朔
関
係
の
運
材
に
現
場
監
督
と
し
て
の
役
割
を
終
始
は
た
し
た
こ
と
が
知
れ
る
。

に
三
雲
川
津
に

道
豊
足
（
領
、
造
東
大
寺
司
未
選
ヵ
、
地
君
、

越
前
国
本
貫
（
労
・
五
／
一
一
七
五
）
）
は
二
月
に
は
田
上
、

一
月
上
旬
は
足
庭
に
領
と
し
て
の
上

役
で
あ
っ
た
が
、
一
二
月
一
三
日
曜
運
料
の
米
な
f
を
金
弓
と
左
も
に
道
豊
足
に
附
し
て
進
送
し
て
お
り
（
会
・
一
五
ノ
一
六
四
）
、
三
月
二
一
日
に

領
道
挫
足
に
禄
物
（
施
、
布
）
価
一

O
O文
を
支
給
（
班
給
波
文
・

1
ノ
一
間
六
〉
、
同
二
三
日
に
は
金
弓
あ
て
の
銭
を
道
豊
足
、
穂
積
河
内
等
に
附

し
て
下
充
（
公
・
一
γ

川
／
一
七
三
、
伐
・
任
ノ
三
五
八
%
同
二
六
回
付
三
月
上
日
解
に
は
領
道
豊
足
上
日
二
八
、
上
タ
二
七
k
あ
り
（
公
・
一
五
ノ
一

七
六
）
、
四
月
上
回
併
に
は
上
日
一
一
九
、

上
タ
二
八
と
あ
る

（
会
・
一
一
丸
／
一
九
三
）
。

間
二
八
日
に
は
紛
告
朔
に
金
弓
と
と
も
に
署
名
し
て
お
り

（
附
・
一
五
ノ
四
六
二
三
三
月
一
一
ニ
日
以
降
、
制
告
朔
期
間
中
は
金
弓
と
と
も
に
（
そ
の
下
で
？
）
、

甲
賀
山
作
所
運
材
の
た
め
の
領
と
し
て
の

役
割
で
あ
る
う
。
他
に
領
的
役
割
と
し
て
記
録
さ
れ
る
も
の
は
い
危
い
。

一
般
的
に
領
の
現
場
で
の
役
割
は
、
本
部
連
絡
、
渉
外
、
生
産
問
具
の
出
納
、
生
産
者
の
食
料
ほ
か
経
費
の
出
納
、
人
員
の
出
入
、
勤
務
日

数
の
記
録
な
ど
を
お
こ
な
い
、
一
定
期
間
の
告
朔
を
本
部
に
報
告
す
る
事
務
的
職
務
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
事
実
各
告
朔
解
に
み
る
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
掌
握
・
記
録
は
十
分
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
木
工
井
役
夫
等
催
使
」
う
も
の
で
も
あ
っ
た

（
田
上
山
作
所
正
月
告
別

解
・
五
ノ
八
三
）
。
す
な
わ
ち
同
舎
朔
に
は
長
上
と
と
も
に
不
授
と
記
載
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
春
季
告
湖
の
記
載
か
ら
、
ま
た
伺
告
朔
と
田
上
告

朔
と
の
記
載
の
相
違
か
ら
、
田
上
同
様
作
材
運
材
を
指
導
す
る
現
場
監
督
的
役
割
で
あ
っ
た
e

す
な
わ
ち
物
資
の
請
用
と
と
も
に
本
部
よ
り
の

様
、
民
な
示
す
作
材
指
示
、
運
材
内
容
日
程
指
示
に
従
っ
て
、
山
作
所
で
作
材
運
材
の
監
督
、
指
導
を
し
た
の
で
あ
る
。

（ニ）

長

上

エ

八
世
紀
白

i

業
寺
院
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（
同
総
）

一
一
五



八
世
紀
巾
葉
h
J
院
造
計
労
働
か
の
一
考
察

（
岡
藤
）

一
一
六

玄
字
五
年
一
二
月
二
三
日
、
造
東
大
寺
司
は
長
上
工
船
木
市
奈
万
巴
（
造
東
大
寺
司
長
上
、
従
六
位
上
、
姓
直
（
労
・
一
五
ノ
二
三
七
）
）
を
木

工
三
人
、
仕
了
三
人
お
よ
び
副
食
物
、
食
器
、
舗
設
な
ど
と
と
も
に
石
山
に
下
す
こ
と
を
記
す
（
造
寺
司
際
・
四
ノ
五
二
五
%
こ
の
副
食
物
等
の

雑
物
は
つ
一
月
二
八
日
に
酢
一
斗
、
移
文
一
紙
を
の
ぞ
き
石
山
に
収
納
さ
れ
た
記
録
が
あ
る

（
締
約
・
四
／
五
三
七
）
が
、
長
上
工
は
一
二
月

六
回
に
は
副
食
物
、
食
器
、
舗
設
（
鶴
二
升
、
米
山
首
五
升
、
市
川
派
五
升
、
菰
ニ
オ
六
汁
、
海
藻
一

O
述
、
大
笥
六
合
、
杓
一
州
、
木
縦
一

O
口
、
麻
精
一
日
、

駕
二
枚
、
葉
樹
間
二
枚
）
を
た
ず
さ
え
て
甲
賀
山
作
所
に
向
っ
た
ハ
甲
賀
山
作
所
解
・
四
ノ
五
二
六
百

伺
告
朔
に
も
二
六
日
に
こ
の
副
食
物
の
う
ち
苅

斗
（
附
長
上
船
木
杭
奈
万
日
自
店
前
）
、
海
藻
一

O
連
を
収
納
と
す
る
（
悶
－
v
h
ノ
八
六
）
。

一
二
月
二
七
日
、
丹
波
広
成
の
請
銭
解
（
凹
／
冗
二
じ
〉
に
よ
り
、
山
作
所
神
祭
お
よ
び
祭
雑
用
料
買
物
等
価
と
し
て
幣
吊
価
六
二
文
な
ど
計
一

九
四
文
の
下
給
が
あ
り
（
法
・
凹
／
瓦
三
二
〉
、
二
七
日
頃
風
習
に
し
た
が
い
山
作
所
神
祭

（
山
口
祭
）

が
お
こ
な
わ
れ
、
長
上
工
も
そ
れ
に
参

加
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
ω

的
色
口
朔
に
長
上
工
の
甲
賀
山
で
の
上
役
単
九
人
と
す
る

〈
ま
た
は
二
七
日
）
よ
り
九
日
間
と
し
て
翌
一
月

一
二
月
二
六
日

（
間
・
五
／
九
三
%

五
日
（
ま
た
は
六
日
）
ま
で
甲
賀
山
作
所
に
上
役
し
た
と
思
わ
れ
る
（
一
二
月
は
ニ
九
日
ま
で
）
。

上

山

作

所

の

場

合

で

上

役

七

日

計

単

八

人

）

は

、

「

木

工

等

の

作

物

を

教

え

廻

る

」

」
の
九
日
間
の
上
役
内
容
は
不
明
だ
が
、
田

（
一
日
は
山
入
日
の
た
め
不
役
、

〈
同
上
正
月
止
口
朔
・
沢
／

八
コ
一
）
と
あ
り
、
甲
賀
の
場
合
領
と
と
も
に
見
授
の
な
か
に
入
れ
て
い
な
い
が
ハ
旧
・
冗
ノ
九
三
三
こ
れ
は
春
季
告
朔
の
記
載
か
ら
（
日
ノ
一

八
一
）
、
ま
た
甲
賀
と
田
上
の
告
朔
解
こ
の
項
の
記
載
の
相
違
か
ら
、
凹
上
同
様
の
見
役
内
容
と
み
て
司
木
工
、
雇
・
様
工
の
作
材
な
ど
を
指
導

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
刷
告
朔
に
は
、
二
月
五
日
付
制
告
朔
に
領
橘
守
金
弓
と
と
も
に
長
上
船
木
宿
奈
万
呂
の
署
名
が
あ
り

（
同
・
五
／
九
四
）
、

こ
の
期
間
の
甲

賀
山
作
所
で
の
作
業
（
作
材
・
運
材
）
に
何
ら
か
の
倒
的
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
を
推
察
き
せ
る
。

ま
た
所
要
物
資
で
請
米
二

O
石
九
斗
三
升
八
合
の
う
ち
一
石
五
斗
は
長
上
工
の
私
米
を
「
便
借
用
し
し
て
お
り
（
問
・

μ
ノ
八
六
）
、

別
当
安
部

雄
足
が
私
米
を
造
営
事
業
に
貸
し
つ
け
て
、
造
石
山
寺
所
の
財
政
運
用
の
な
か
に
造
寺
司
官
人
の
私
経
済
活
動
が
生
き
て
い
る
と
吉
田
孝
氏
が



指
摘
さ
れ
た
別
当
の
役
割
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
む

以
上
の
畏
上
工
の
作
材
指
導
、
領
的
役
割
、
私
米
調
達
は
、
長
上
工
が
番
上
工
以
下
の
技
術
、
非
扶
術
生
産
者
と
は
区
別
さ
れ
た
指
導
的
な

官
伝
あ
る
役
割
と
し
て
重
視
し
た
い
が
、
し
か
し
こ
の
と
と
に
よ
り
長
よ
工
が
全
造
営
過
程
の
な
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
技
術
指
導
的
役

割
を
は
た
し
て
い
た
と
積
極
的
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
に
拙
稿
で
み
た
よ
う
に
、
甲
賀
や
田
上
の
作
材
の
最
初
の
過
程
で
は
、
以
上

の
よ
う
な
技
術
指
導
的
役
割
が
認
め
ら
れ
た
が
、
足
庭
作
と
し
て
の
石
山
造
営
現
場
の
経
過
で
は
、
む
し
ろ
替
上
工
以
下
の
木
工
と
と
も
に
必

要
に
応
じ
た
召
集
使
役
の
劃
き
か
」
示
し
て
、
と
く
に
造
営
内
容
に
一
貫
し
た
指
導
的
役
割
を
は
た
し
た
形
跡
は
な
い
。

造
石
山
寺
所
と
い
う
中
小
寺
院
造
営
組
織
で
の
技
術
生
産
者
の
畏
と
し
て
、
校
術
生
産
組
織
と
生
産
者
を
掌
握
し
て
、
全
造
営
過
程
で
の
校
術

的
内
容
を
指
導
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
む
し
か
し
甲
賀
・
同
上
で
の
作
材
最
初
の
過
程
で
の
、
部
分
的
に
せ
よ
扶
術
指
翠
的
役
割
に
つ
い

て
は
、
畏
上
工
が
は
た
し
て
技
術
生
産
省
と
し
て
、
事
前
に
設
計
、
計
画
の
過
程
に
入
っ
て
い
た
か
と
い
う
問
題
と
と
も
に
そ
の
内
容
を
あ
き

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

、』ノ三
、
番
上
工
、
未
選
工

仰
ん
管
制
で
木
工
の
労
働
力
構
成
は
、
司
木
工
八
七
人
、
一
履
一
工
一
一
人
、
様
工
一
六
八
人
計
二
六
六
人
で
、
そ
の
内
訳
は
作
雑
材
木
二
五
三
物

二
一
二
三
人
、
雑
役
三
三
人
（
於
山
可
作
木
求
定
囚
人
白
庄
於
石
山
寺
運
漕
古
屋
雑
材
木
六
人
、
白
奈
良
井
勢
多
庄
於
山
作
所
往
還
使
類
二
三

五
四
人
、
雑
役
三
三
人
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
者
・

μ
ノ
一
七
－
h

－

一
七
九
人
と
す
る
か
ら
、
司
木
工
八
七
人
の
内
訳
は
作
材

二
二
日
間
と
し
て
も
の
ベ
八
七
人
故
、
少
な
く
と
も
四
人
の
司
木
エ

人
）
と
す
る
。
春
季
告
朔
に
、
作
材
工
と
し
て
司
工
五
四
人
、
雇
工
（
一
層
・
様
工
）

の
存
在
が
必
要
と
な
る
。

前
記
宝
字
五
年
二
一
月
二
三
日
牒
に
、
造
東
大
寺
司
よ
り
造
石
山
寺
所
へ
長
上
工
、
仕
丁
三
人
、
献
物
と
と
も
に
木
エ
三
人
（
額
四
部
酒
人
、

丈
部
真
犬
、
県
主
右
敷
）
を
下
し
た
（
造
東
大
寺
司
牒
・
凹
／
五
二
五
三

八
陛
紀
中
葉
寺
院
造
営
労
働
力
の
一
考

E

祭

（
岡
藤
）

Fじ



八
世
紀
中
葉
寺
院
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（
岡
山
臓
〉

一
一
八

し
か
し
実
際
に
は
翌
一
月
七
日
牒
に
よ
り
、
長
上
工
の
ほ
か
は
木
工
穂
積
河
内
、
丈
部
真
犬
、
県
主
石
敷
の
一
二
人
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
額
田
部

酒
人
は
作
物
あ
る
に
よ
り
、
甲
賀
深
万
呂
を
替
り
と
し
て
派
遣
し
た
（
造
東
大
寺
司
牒
・
五
ノ
一
l
l
二
%

伺
色
口
朔
に
は
、
雑
用
料
と
し
て
の
木
工
食
料
に
、
甲
賀
深
万
呂
、
穂
積
河
内
に
計
四
斗
、
丸
部
男
公
に
一
斗
二
升
八
合
計
五
斗
ニ
升
八
合
の
用

途
を
示
す
（
悶
・
五
ノ
八
九
%

し
た
が
っ
て
こ
の
期
間
甲
賀
山
作
所
に
上
役
し
た
司
木
工
を
、
穂
積
河
内
、
丈
部
真
犬
、
県
主
石
敷
、
甲
賀
深
万
呂
、
丸
部
男
公
の
五
人
と
み

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
を
求
め
れ
ば
、
不
確
定
な
が
ら
表
百
の
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
河
内
、
真
犬
、
石
敷
、
男
公
は
、

一
月
二
八
日
付
正
月
上
臼
解
に
そ
れ
ぞ
れ
三

O
日
と
あ
り
（
公
・
一
五
／
一
四
五
i
六
〉
、
一
月
は
一

月
一
四
日
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
甲
賀
に
一
四
日
間
上
役
。
う
ち
河
内
、
真
犬
、
石
敷
は
、

未
来
此
所
」
と
し
て
（
造
東
大
寺
司
牒
・
五
ノ
一
〉
、
七
日
現
在
右
山
に
到
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
上
記
正
月
上
日
解
、
ま
た
一
二

一
月
七
日
牒
に
長
上
工
と
と
も
に
「
以
先
日
令
向
己
記
、

月
二
六
日
以
降
の
長
上
工
の
動
向
に
よ
り
、
一
二
月
二
三
日
浩
守
司
牒
の
と
お
り
、
二
三
目
前
後
に
は
甲
賀
に
あ
っ
て
上
役
し
た
と
み
る

Q

男
公

は
一
月
一
日
頃
よ
り
の
上
役
と
す
る
。
深
万
目
は
正
月
上
臼
二
三
日
、
お
よ
び
一
月
七
日
牒
に
よ
り
、

上
役
と
す
る
。

一
月
八
日
よ
り
一
四
日
ま
で
七
日
間
の

以
上
五
人
は
、
丸
部
男
公
（
造
東
大
寺
司
番
上
工
、
少
初
位
上
、
近
江
国
本
貫
（
労
・
一
五
ノ
二
日
O
〉）、

工
、
少
初
位
下
（
労
・
一
五
ノ
乙
西
O
）
）
の
番
上
工
、
穂
積
川
内
〈
造
東
大
寺
司
未
選
、
無
位
、
美
濃
園
山
方
郡
木
賞
、
四
三
文
（
労
・
一
五
ノ

二
問
O
）
）
、
丈
部
真
犬
（
造
東
大
寺
司
米
選
、
無
位
（
労
・
一
以
ノ
ニ
問
O
）
〉
の
米
選
工
で
あ
り
、
石
敷
は
不
明
だ
が
、

甲
賀
深
万
呂

（
造
東
大
寺
司
番
よ

一
月
二
三
日
真
犬
と
と

も
に
作
物
不
能
検
替
り
を
請
わ
れ
て
（
公
・
一
五
ノ
一
回
一
〉
、
泰
広
津
〈
造
東
大
寺
司
米
選
、
無
位
（
労
・
一
五
／
二
四
O
〉
）
と
交
替
し
て
お
り
、

（
造
京
大
守
司
牒
・
五
ノ
七
六
）
、
同
じ
く
造
東
大
寺
司
未
選
エ
で
は
な
い
か
。

以
上
番
上
工
二
人
、
未
選
工
三
人
と
す
る
が
、

一
月
七
日
牒
に
石
山
の
請
に
対
し
て
、
河
内
、
真
犬
、
石
敷
を
送
っ
た
と
き
、
大
僧
都
（
良
弁
）

の
宣
全
被
る
に
、
木
工
は
僅
か
で
あ
る
か
ら
彼
所
（
造
石
山
寺
所
）
で
雇
役
す
べ
し
、
こ
の
事
情
を
察
し
て
さ
ら
に
木
工
等
を
請
う
べ
か
ら
ず
、



と
い
っ
て
お
り
〈
造
東
大
寺
司
牒
・
五
ノ
一
l
l
一
一
）
、
司
木
工
不
足
故
石
山
寺
な
ど
の
配
下
中
小
寺
院
造
営
で
は
、
と
く
に
作
材
の
過
程
で
未
選
工
、

さ
ら
に
一
溢
工
、
様
工
が
主
要
な
労
働
力
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

作
材
五
回
人
、
雑
役
三
三
人
に
従
事
し
た
具
体
的
な
人
名
、
期
間
、
お
よ
び
そ
の
具
体
的
な
経
過
は
縫
定
で
き
な
い
が
、
雑
役
の
な
か
に

「
於
山
可
作
木
求
定
、
四
人
」
（
ま
た
は
「
可
作
材
求
定
、
四
人
」
（
本
・

4
／
一
八
一
一
）
、
「
材
求
定
、
四
人
」
（
秋
・
二
ハ
ノ
一
八
九
〉
）
と
あ
り
、

お
そ
ら
く
は
長
上
工
と
と
も
に
（
そ
の
下
で
）
、
作
る
べ
き
材
の
選
定
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

作
材
は
立
四
人
だ
が
、
居
・
様
工
計
の
ベ
一
七
九
人
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
司
木
工
は
「
運
漕
古
屋
雑
材
木
、
六
人
」
、
「
往
還
使
、
二
三
人
」

（
秋
季
告
朔
は
「
白
奈
良
弁
圧
及
石
山
往
還
使
、
二
九
人
」
（
秋
・
一
」
ハ
ノ
一
八
九
）
〉
の
雑
役
に
た
ず
さ
わ
り
、
一
雇
、
様
工
は
作
材
に
の
み
使
役
さ

れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
は
か
職
能
（
使
役
）
の
特
徴
と
し
て
、
一
月
二
三
日
瓦
犬
、
石
敷
は
作
物
不
能
故
交
替
を
請
わ
れ
た
が
（
公
・
一

μ
ノ
一
間
一
）
、
同
二
九

日
、
真
犬
は
造
食
堂
所
の
も
の
を
つ
ね
に
作
る
に
よ
り
、
真
犬
を
除
け
ば
相
替
る
べ
き
人
な
し
、
と
し
て
許
さ
れ
ず
、
石
敷
の
み
秦
広
津
と
交
替

し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
造
東
大
寺
川
牒
・

4
ノ
七
六
三
技
術
的
点
検
古
う
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
前
記
一
月
七
日
牒
の
酒
人
作
物
あ
る
に
よ
り
深

万
呂
派
遣
と
と
も
に
、
造
東
大
寺
司
作
事
と
の
聞
の
流
用
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
前
述
と
あ
わ
せ
て
司
木
工
不
足
の
事
態
で
あ
る

こ
と
が
知
れ
る
。
ま
た
鉄
工
の
場
合
で
み
る
よ
う
に
、
工
具
は
木
工
自
身
が
調
達
す
る
の
で
な
く
、
官
工
房
一
（
造
寺
弓
・
所
）
で
調
達
、
修
理

が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
他
の
田
上
、
足
躍
で
の
造
営
過
程
か
ら
み
て
も
、
作
事
の
進
行
に
し
た
が
い
、
必
要
に

応
じ
た
召
集
、
使
役
の
実
態
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
、
雇
工
、
様
工

伺
告
朔
の
期
間
に
、
日
雇
工
の
ベ
一
一
人
と
記
載
す
る
ω

お
そ
ら
く
一
人
の
雇
木
工
一
一
日
間
の
上
役
で
あ
ろ
う
が
、
人
名
、
期
間
は
不
明

で
あ
る
。
様
工
と
と
も
に
作
材
に
の
み
従
事
し
た

Q

前
記
一
月
七
日
牒
に
、
牒
木
工
は
僅
か
で
あ
る
の
で
、
彼
所
（
石
山
）
で
雇
役
す
ベ
し
云
々
、

と
い
う
造
東
大
寺
司
大
僧
都
良
弁
の
宜
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
の
「
雇
役
」
と
は
次
の
様
工
も
含
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
事
実
石
山
寺

入
山
紀
中
葉
キ
院
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（
岡
山
時
〉

二
九



八
位
紀
中
葉
寺
院
造
営
労
働
力
の
一
考
終
（
岡
山
雌
）

一二
O

造
営
の
労
働
力
の
中
に
は
、
雇
工
、
様
工
が
多
数
を
占
め
、
重
要
な
存
在
と
な
っ
た
。

田
上
山
作
所
で
は
一
月
（
司
工
二
八
人
、

雇
工
四
－
人
、

様
工
八
O
人）、

二
月

（
司
工
一
五
人
、

雇
・
様
工
一

甲
賀
で
は
一
一
人
だ
が
、

八
八
人
）
、
三
月
（
司
工
二
五
人
、
雇
工
二
一
一
人
）
、
四
月
宍
三
月
二
五
日
五
月
－
八
日
）
、
雇
工
二
九
九
人
）
で
、
司
工
、

一
履
・
様
工
の
う
ち
、

様
工
を
含
め
た
「
一
履
一
工
」
は
、
甲
賀
六
七
・
三
Mm、
田
上
九
二
・
三
Mm
と
な
り
、
と
く
に
作
材
の
過
程
で
は
雇
工
、
様
工
の
占
め
る
率
は
高
い

Q

全
造
営
過
程
、
全
労
働
力
の
中
で
は
、
雇
・
様
工
の
ベ
て
四
三
六
人
（
一
一

Mm）
で
、
司
木
工
の
ベ
一
二
八
九
人
（
九
%
）
を
上
廻
る
。

銭
用
恨
の
記
載
で
、
福
山
博
士
に
よ
る
と
、
雇
木
工
は
一
月
｜
七
月
ま
で
存
在
し
、
二
・
三
・
四
月
に
は
毎
日
六
｜
八
人
が
労
役
に
服
し
た
計

算
に
な
る
と
さ
れ
た
が
（
前
掲
論
文
第
二
三
表
）
、
宝
字
六
年
三
月
一
三
日
付
「
消
息
」
に
は
「
造
寺
雇
役
の
工
夫
等
、
山
並
に
足
庭
作
、
毎
日

六
十
人
己
上
百
人
己
下
は
必
ず
之
を
一
層
一
役
す
、
よ
っ
て
先
に
請
う
所
の
銭
米
菜
等
は
用
い
尽
し
翠
る
」
と
い
い
、
も
し
さ
ら
に
食
料
等
を
充
給

さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
作
手
必
ず
停
止
し
、
「
常
よ
り
履
役
の
人
等
、
皆
悉
く
散
り
往
か
ば
、
恐
く
は
又
さ
ら
に
雇
い
寄
せ
難
ら
ん
」
と
い
う
（
公
・

一
五
ノ
一
六
瓦
｜
六
）
。
こ
の
六
O
ー
一

O
O人
と
は
雇
夫
を
含
め
た
数
で
あ
り
、
ま
た
文
章
全
体
が
食
料
充
給
の
た
め
の
誇
張
さ
れ
た
表
現
に
な

っ
て
い
る
が
、
造
石
山
寺
所
に
「
常
よ
り
一
履
一
役
す
る
人
」
で
あ
る
特
殊
な
雇
傭
関
係
を
結
ん
だ
工
、
夫
が
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

八
世
紀
中
葉
寺
院
造
営
労
働
力
に
、
雇
役
工
・
夫
が
主
要
な
役
割
を
示
し
た
こ
と
を
注
視
し
た
い
が
、
こ
の
時
代
の
「
雇
役
工
」
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
す
で
に
自
立
化
し
た
工
人
の
存
在
と
み
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
時
期
の
「
雇
役
」
と
さ
れ
る
場
合
に
、
専
属
工
人
あ
る
い
は
官
人

で
あ
り
な
が
ら
「
雇
役
」
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
画
工
の
場
合
と
し
て
、
石
山
寺
仏
像
彩
色
に
上
楯
万
呂
の
請
に
よ
り
、
庖
役
目
功
銭
四

O
文
で
一

0
日
間
「
雇
役
」
さ
れ
た
雀
部
浄
人

は
（
公
・
一
江
ノ
二
二
二
）
、
「
式
部
位
子
」
で
あ
り
（
大
仏
殿
脳
松
川
附
作
物
功
銭
似
・
問
ノ
三
五
回
）
、
ま
た
宝
字
六
年
九
月
造
石
山
寺
所
よ
り
「
底
夫

功
料
」
ニ

O
文
を
う
け
た
画
師
賛
秦
豊
次
は
（
銭
・
一
γ

斗
／
四
四
四
）
、
無
位
の
「
画
工
司
画
部
」
で
あ
り
（
凶
南
角
鎖
解
・
四
ノ
ニ
二
七
）
、
近
江
国

犬
上
郡
斐
田
郷
を
本
貫
と
す
る
賛
秦
幽
師
と
同
族
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
自
立
化
し
た
画
工
の
存
在
と
は
み
な
さ
れ
な
い

Q

木
工
の
場
合
で
も
、
宝
字
六
年
二
月
一
六
日
造
石
山
寺
所
よ
り
造
物
（
仏
）
所
へ
、
木
工
阿
万
兄
万
呂
、
服
（
部
）
広
国
は
、
作
物
終
る
に
よ
り



功
銭
日
別
一
六
文
計
四
八

O
文
を
付
し
て
返
上
さ
れ
、
さ
ら
に
「
以
件
銭
、
共
替
可
履
役
」
と
さ
れ
た
が
ハ
公
・
一
五
ノ
一
五
三
了
間
三
兄
万
品

は
宝
字
四
年
に
仏
工
ら
と
と
も
に
、
東
大
寺
写
経
所
に
丈
六
観
音
像
の
造
立
に
参
加
し
た
造
東
大
寺
司
造
仏
所
関
係
の
木
工
と
思
わ
れ

小
入
六
凶
批
立
日
菩
薩
料
雑
物
語
用
帳
・
四
ノ
四
二
二
一
〉
、
広
国
は
宝
字
四
年
法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
造
営
に
参
加
し
た
造
東
大
寺
司
専
属
木
工
と
思
わ
れ

（
中
構
造

る
（
作
金
主
所
解
案
・
一
六
ノ
三
一
一
）
心

こ
の
よ
う
に
専
属
工
（
官
）
人
で
あ
り
な
が
ら
、
何
ら
か
の
理
由
で
（
上
番
期
間
外
に
使
役
さ
れ
る
場
合
、

ま
た
は
他
の
部
門
の
作
事
に
流
用

さ
れ
る
場
合
な
ど
）
「
一
一
役
」
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
ω

コ
雇
役
工
」
を
一
般
的
に
過
大
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

少
く
と
も
造
石
山
寺
所
甲
賀
・
田
山
山
作
所
の
場
合
で
は
、

あ
き
ち
か
に
司

木
工
と
区
別
さ
れ
た
扱
い
で
あ
り
、
ま
た
司
木
工
不
足
の
事
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
造
寺
司
専
属
で
は
な
い
雇
役
木
工
の
発
生
と
し
て
、
次
の

様
工
と
と
も
に
、
作
材
過
程
で
の
主
労
働
力
と
し
て
の
役
割
、
そ
の
存
在
基
盤
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
ω

同
告
朔
の
作
材
労
働
力
中
の
七
二
・
一
%
（
司
工
の
う
ち
、
作
材
は
五
四
人
）
、
全
労
働
力
（
領
｜
雇
夫
）
中
三

様
工
は
の
ベ
一
六
八
人
で
、

0
・
一
二
%
を
し
め
る
。
期
間
中
少
な
く
と
も
八
人
の
存
在
と
思
わ
れ
る
が
、
具
体
的
な
人
名
、
よ
役
期
間
は
不
明
で
あ
る
。

様
工
は
先
述
の
と
お
り
広
い
意
味
で
の
「
雇
工
」
に
入
り
、
功
銭
の
支
払
わ
れ
る
「
雇
役
」
の
形
で
あ
り
、
春
季
血
口
湖
、
秋
季
告
朔
で
は
、
一
届

工
と
し
て
一
括
し
て
記
載
さ
れ
る
が
、
作
材
現
場
な
ど
で
は
先
の
狭
義
の
雇
工
と
は
区
別
さ
れ
た
扱
い
を
う
け
る
。

す
な
わ
ち
伺
告
朔
で
は
、
一
属
工
と
様
工
と
は
区
別
さ
れ
た
記
載
で
あ
り
、
散
役
、
功
銭
・
功
食
支
給
に
、
ま
た
田
上
山
作
所
正
月
告
朔
解
に
は
、

作
材
内
容
に
司
工
、
一
一
工
、
様
工
の
内
訳
を
記
載
し
て
い
る
（
川
上
告
別
・
五
／
七
八
i
八
O
冗
甲
賀
で
の
作
材
内
容
は
不
明
だ
が
、
先
の
雇
工

と
は
区
別
さ
れ
た
「
一
雇
一
役
」
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
ろ
ラ
。

様
工
と
は
「
様
」
の
意
味
か
ら
型
、
模
型
を
つ
く
る
と
も
、
あ
る
い
は
す
べ
て
に
通
じ
、
詰
負
工
の
意
味
を
も
っ
と
も
解
さ
れ
官
、
そ
の
呆

態
は
不
明
な
点
が
多
い
。
直
木
孝
次
郎
氏
は
、
櫓
皮
葺
様
工
の
場
合
で
浮
浪
人
長
に
ひ
き
い
ら
れ
る
浮
浪
人
的
な
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
か
と
さ

れ
て
い
る
。
甲
賀
作
材
の
場
合
で
も
、
そ
の
労
働
力
の
占
め
る
率
か
ら
、
む
し
ろ
作
材
を
お
こ
な
う
下
部
労
働
と
し
て
の
請
負
的
な
存
在
で
は

八
ほ
紀
中
葉
守
院
造
営
労
働
力
の
一
考
察

（
岡
山
勝
）
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岡
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な
い
か
。
様
工
の
請
負
工
と
し
て
の
性
格
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
。

功
銭
支
給
で
、
例
告
朔
に
残
銭
二
七
一
文
を
「
即
充
且
様
木
工
」
と
あ
り
（
問
・
五
ノ
八
一
八
）
、
槍
皮
葺
様
工
と
同
じ
く
、
長
（
責
任
者
）
を
通

じ
た
一
括
し
た
支
払
い
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
紛
告
朔
に
記
載
す
る
、
様
エ
一
六
八
人
功
ニ
貫
五
五
七
文
の
功
銭
支
給
に
く
り
入
れ
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
心
そ
の
際
、
＝
一
七
人
別
二
ハ
文
、
一
一
一
二
人
別
一
五
文
の
支
給
量
の
差
は
、
先
述
し
た
一
日
二
四
日
「
符
」
に
み
ら
れ
る

技
術
の
上
下
に
よ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

玉
、
鉄

鉄
工
（
居
工
）
の
ベ
六
人
、
「
修
盟
雑
刃
器
等
鉾
子
能
川
州
等
」

た
。
人
名
、
上
役
期
間
は
不
明
。

一
月
四
日
に
石
山
よ
り
鉄
工
を
謂
う
た
が
、
一
月
七
日
牒
に
鉄
工
は
条
々
（
僅
か
に
）
一
人
為
り
、
放
に
向
わ
し
め
る
を
得
、
ず
と
あ
り
（
造
広

大
寺
司
牒
・
忠
ノ
一
）
、
一
月
七
日
頃
以
降
に
山
作
所
で
鉄
工
一
人
を
一
属
役
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
修
理
雑
刃
器
等
の
た
め
に
、
和
炭

二
石
を
仕
了
二
人
で
焼
運
ん
で
い
る
（
同
・
五
ノ
九
四
百

甲
賀
で
は
工
具
修
理
の
み
で
あ
っ
た
が
、
田
上
や
足
庭
で
は
司
鉄
工
が
料
鉄
の
下
給
企
う
け
て
、
多
数
の
鉄
物
と
と
も
に
、
鉾
、
錦
、
予
斧
、
鎌

な
f
の
工
具
類
を
製
作
、
修
理
し
て
い
る
（
秋
・
五
／
二
三
八
｜
凹
一
）

Q

木
工
自
身
が
工
具
を
所
有
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
工
具
製
作
、
修
理
の
分
業
が
現
場
で
も
成
立
し
て
い
る
。

「
一
履
役
工
」
と
す
れ
ば
、
造
営
事
業
の
周
辺
に
鉄
工
と
い
う
職
種
の
雇
工
も
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る

Q

雇
工
功
銭
と
し
て
は
、
人
別
二
五
文
計
九
O
文
が
支
払
わ
れ
た
（
間
・
五
ノ
八
八
%

エ

と
す
る
（
日
・
ぷ
ノ
九
三
〉
ω

木
工
が
作
材
に
使
用
す
る
工
具
の
修
理
に
あ
た
っ

さ
ら
に
司
鉄
工
で
は
な
い

六
、
仕
了
。
一
一
夫

制
止
ロ
朔
で
は
仕
丁
の
ベ
一
六
九
人
、
不
役
仕
丁
（
病
）
三
人
、
雇
夫
五
三
人
で
見
役
計
二
二
二
人
、
不
役
三
人
で
あ
る
ω

仕
丁
は
こ
の
期
間



中
少
な
く
と
も
八
人
、
雇
夫
で
三
人
以
上
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

宝
字
五
月
一
二
月
二
三
日
牒
は
、
長
上
工
、
木
工
三
人
と
と
も
に
、
仕
丁
（
三
人
額
田
部
広
浜
、
私
部
広
園
、
葛
木
古
万
呂
）
を
石
山
に
下

す
こ
と
を
記
す
（
造
ふ
司
牒
・
四
／
五
二
－
4
）
。
時
期
的
に
み
て
石
山
よ
り
甲
賀
に
派
遣
さ
れ
た
も
の
か
。
ま
た
宝
字
六
年
三
月
一

O
日
造
石
山
院

所
解
は
、
額
田
部
広
浜
、
私
部
広
国
、
容
米
水
取
、

土
師
嶋
足
以
上
回
人
の
一
二
月
、
正
月
、
二
月
の
月
養
物
を
請
い
、
宇
治
部
乙
万
呂
、
守

部
古
万
呂
は
二
月
の
月
養
物
を
請
う
て
い
る

額
田
部
広
浜
（
仕
丁
、
措
磨
国
美
芸
郡
横
川
郷
戸
主
額
田
部
真
嶋
戸
口
（
治
米
大
中
可
解
・
一
五
ノ
二
五
七
）
）
は
、

造
石
山
寺
所
解
に
立
丁
と
し
て
み
え
、
ほ
か
四
人
の
山
丁
と
と
も
に
、
守
家
に
向
い
国
養
物
を
請
わ
ん
と
す
る
が
、
「
所
大
忙
」
に
よ
り
進
上
す

（
公
・
一
一
九
ノ
一
六
・
一
）
ω

以
下
一
二
月
末
、

一
月
に
よ
役
と
名
が
み
え
る
仕
丁
含
み
よ
う
心

宝
字
六
年
－
月
一
五
日
付
、

る
を
得
ず
と
い
い
（
公
・
以
ノ
一
ニ
凶
｜
瓦
）
、
同
二
九
日
造
寺
司
よ
り
他
の
仕
丁
二
人
と
と
も
に
国
養
物
人
別
六

O
O文
を
支
給
さ
れ
た

（
造
京
大

－
叶
日
限
－
r
A

ノ
七
六
〉
。
ま
た
二
月
三
日
食
物
山
帳
に
正
月
上
回
三

O
日
、
所
役
半
食
残
米
と
し
て
県
米
二
斗
四
升
左
下
支
給
さ
れ
て
い
る
（
公
・

五
ノ
一

O
）
。
三
月
一

O
日
解
か
ら
み
て
も
、

一
二
月
二
三
日
頃
派
遣
さ
れ
一
月
前
半
は
甲
賀
に
上
役
し
た
の
で
は
な
い
か
。

私
部
広
国
は
一
月
以
降
造
石
山
寺
所
で
田
上
山
作
所
の
運
搬
に
働
い
た
が
、
月
養
物
請
に
よ
り
一
二
月
よ
り
の
存
在
が
知
ら
れ
、
二
月
三
日
食

物
用
般
に
、
正
月
上
日
三

O
日
と
し
て
広
浜
と
同
じ
く
黒
米
二
斗
四
升
を
下
給
さ
れ
て
お
り

（
食
・
五
ノ
一

O
）、

一
二
月
末
よ
り
一
月
前
半
は

甲
賀
関
係
か
。

葛
木
古
万
呂
は
、
先
の
一
月
一
五
日
解
に
み
え
る
附
丁
守
部
古
万
呂

（
尾
張
国
仕
丁
（
以
ノ
七
六
）
）
と
同
一
人
か
、
と
み
ら
れ
て
お
り
（
畑
山
時

士
前
向
論
文
三
九
一
氏
）
、

月一

O
日
解
に
は
二
月
料
の
み
の
請
だ
が
、

一
月
二
九
日
国
養
物
銭
六

O
O文
を
あ
て
ら
れ
て
お
り
（
造
米
大
守
司

牒・

1
ノ
七
六
）
、

一
月
一
五
日
前
後
も
上
役
と
み
て
、
甲
賀
で
附
丁
と
し
て
上
役
か
。

ほ
か
に
一
月
一
五
日
解
に
み
え
る
者
は
、
敢
石
部
浄
万
呂
、
土
師
嶋
公
、
宇
治
部
乙
万
呂
、
笛
吹
申
万
呂
で
あ
る
。

敢
石
部
浄
万
呂
は
「
食
堂
所
仕
丁
」
と
あ
る
が
、
一
月
五
日
に
逃
走
し
た
の
で
、
そ
の
替
り
を
請
わ
れ
て

（
公
・
五
ノ
三
間
〉
、

同
二

O
日
に
は
、

そ
の
替
り
未
だ
到
来
せ
ず
よ
っ
て
請
う
と
し
て
お
り
（
公
・

μ
ノ
三
六
）
、
同
二
三
日
に
至
っ
て
仕
丁
大
田
部
石
床
が
追
わ
さ
れ
た
（
逃
京
大
寺
討

八
川
紀
中
業
主
院
造
何
労
働
方
の
一
方
終

（岡山以）

一一一一一



八
川
紀
中
葉
寺
院
造
営
労
働
力
の
一
考
’
然

（
岡
藤
）

/i_l{ 

牒
・
五
／
六
九
丸
一
月
五
日
ま
で
は
甲
賀
に
上
役
か
。

ほ
か
の
三
人
は
断
了
。
た
が
、
「
所
大
忙
」

に
よ
り
、
国
養
物
を
請
い
に
寺
家
に
向
わ
し
め
る
を
得
ず
、

と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

土
師
嶋
公
は
土
師
嶋
足
（
仕
丁
、
石
見
国
爾
麻
郡
都
智
郷
戸
主
土
師
当
麻
戸
口
（
造
京
大
ふ
可
解
・
一
五
ノ
二
五
七
）
）
と
同
一
人
と
思
わ
れ
る
が
、

一
月
一
八
日
食
物
用
慢
に
、
正
月
半
食
残
米
と
し
て
黒
米
二
斗
四
升
（
日
別
八
合
）
を
支
給
さ
れ
て
お
り

（
食
・
五
／
七
）
、
三
月
一

O
日
解
に

一
二
月
よ
り
二
月
ま
で
の
月
養
物
を
請
わ
れ
て
い
る
（
公
・
一
五
ノ
一
六
二
%

宇
治
部
乙
万
呂
は
宇
遅
部
古
万
呂
と
同
一
人
と
思
わ
れ
る
が

月
養
物
請
に
は
二
月
料
の
み
だ
が
、

ノ
じ
六
）
、

（
前
掲
論
文
、
三
八
七
・
三
九
一
頁
〉
、
備
前
国
仕
丁
で
あ
り

二
月
七
日
食
物
用
帳
に
正
月
半
食
残
米
と
し
て
黒
米
二
斗
四
升
下
給
（
三

O
日
分
）
（
食
・
五
ノ

（
造
京
大
寺
一
司
牒
・
五

一一）、

ま
た
同
二
六
日
に
正
月
上
日
五
箇
日
料
と
し
て
黒
米
一
斗
（
日
別
二
升
）
下
給
さ
れ
（
食
・
五
／
一
六
）
、

一
月
二
九
日
国
養
物
と
し
て

銭
六

O
O文
を
あ
て
ら
れ
て
お
り
（
造
東
大
寺
司
牒
・
五
／
七
六
）
、
少
な
く
と
も
一
月
初
か
ら
の
上
役
で
あ
ろ
う
。
笛
吹
申
万
呂
に
は
こ
れ
以
外

の
史
料
は
な
い
。
こ
の
ほ
か
春
米
水
取
が
一
二
月
よ
り
の
月
養
物
を
請
わ
れ
て
お
り
、
二
月
三
日
食
物
用
帳
に
、
仕
丁
正
月
上
日
三

O
目
、
半

食
残
米
二
斗
四
升
下
給
と
あ
り
（
食
・
五
／
一

O
）、

以
上
宝
字
五
年
一
二
月
よ
り
六
年
一
月
の
聞
に
、
造
石
山
寺
所
に
上
役
し
た
と
思
わ
れ
る
仕
丁
（
立
丁
、
時
丁
）
八
人
の
人
名
を
あ
げ
た
＆
彼

ら
が
は
た
し
て
甲
賀
山
作
所
の
作
事
に
従
事
し
た
か
ど
う
か
は
確
証
が
な
い
。
だ
が
田
上
山
作
所
で
の
本
格
的
な
作
事
は
一
月
中
句
以
降
、
足

一
二
月
よ
り
一
月
前
半
に
甲
賀
上
役
か
。

庭
で
は
一
月
下
旬
以
降
と
し
て
、
以
上
の
人
々
を
伺
告
朔
の
期
間
で
の
甲
賀
山
作
所
上
役
と
し
て
お
き
た
い
。
制
告
朔
で
の
雇
夫
の
ベ
五
四
人

の
実
人
員
、
人
名
、
上
役
期
間
は
不
明
で
あ
る
。

制
告
朔
で
は
仕
丁
の
ベ
三
九
人
、
雇
夫
の
ベ
一
七
五
人
計
二
一
四
人
で
あ
る
Q

期
間
中
少
な
く
と
も
仕
丁
一
人
、
雇
一
夫
五
人
は
い
よ
う
。

仕
丁
は
他
田
玉
万
呂
か
。
三
月
一
八
日
甲
賀
山
の
材
木
運
出
の
た
め
の
夫
食
料
を
、
甲
賀
運
材
領
橘
守
金
弓
に
充
て
た
と
き
、
仕
丁
他
田
玉
万

呂
に
附
し
て
お
り
（
会
・
一
五
ノ
三
八
三
〉
、
ほ
か
に
三
月
、
四
月
で
甲
賀
関
係
の
仕
丁
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
玉
万
呂
一
人
で
物
資
運
搬
、
使
な

ど
に
上
役
か
。
雇
夫
一
七
五
名
の
実
人
員
、
人
名
、
期
間
は
不
明
で
あ
る

Q



以
上
倒
・
紛
告
朔
で
の
仕
丁
、
一
雄
夫
の
労
役
内
容
に
つ
い
て
の
ベ
る
（
表

MHY
刷
告
朔
期
間
の
労
役
内
容
は
、
者
季
告
朔
さ
ら
に
秋
季
作

朔
に
ま
と
め
て
記
さ
れ
る
内
容
と
こ
と
な
る
が
、
倒
告
朔
記
載
を
と
っ
た
ω

そ
れ
ぞ
れ
の
労
役
内
容
に
し
た
が
っ
た
仕
丁
、
雇
夫
の
区
別
は
「
和

炭
二
石
焼
運
」
二
人
が
仕
丁
で
あ
る
（
悶
・
ぷ
ノ
八
七
）
ほ
か
は
わ
か
ら
な
い
。

労
役
内
容
を
わ
け
る
と
、
作
材
闘
係
と
し
て
、

「
網
料
葛
取
二
伴
」
、

雑
材
二
四
物
」
、

「
山
作
所
借
曹
司
作
」
、
「
和
炭
二
石
焼
運
」
、
運
材
関
係
と
し
て
「
連
出

「
白
庄
於
石
山
辺
漕
古
屋
雑
材
物
」
、
雑
役
と
し
て
「
連
自
庄
於
山
作
料
米
」
、
「
白
奈
良
井
勢
多
庄
於
雑

「
取
櫓
皮
六
二
聞
」
、

物
運
及
往
還
類
」
、
「
間
」
、
「
物
守
」
と
な
ろ
う
。

こ
の
う
ち
仕
了
は
往
還
使
、
物
資
運
搬
、
和
炭
焼
述
、
料
閣
な
ど
に
、
一
服
夫
は
主
と
し
て
述
材
、
檎
皮
採
取
に
し
た
が
っ
た
か
。

州
立
口
朔
で
の
労
役
内
容
は
雇
夫
の
み
示
さ
れ
て
い
る
ら
し
く
、
雑
材
運
出
関
係
の
単
一
七
五
人
で
、
運
出
運
漕
夫
の
ベ
一
五
八
人
（
表
I
・
例

で
の
運
材
夫
計
と
一
致
す
る
）
を
は
じ
め
、
運
ぶ
道
を
き
り
ひ
ら
き
、
葛
を
と
り
、
川
仰
を
編
ん
だ
。
故
に
．
辰
夫
は
運
材
等
の
笑
労
働
に
し
た
が

ぃ
、
仕
丁
は
使
、
物
資
運
搬
に
し
た
が
っ
た
か
。

仕
丁
、
雇
夫
の
う
ち
居
夫
の
割
合
は
、
甲
賀
（
刷
・
紛
）
で
五
二
・
四
%
、
田
上
で
八
二
・
六
%
、
足
庭
を
含
む
全
体
で
七
九
・
九
%
に
な
り
、

非
技
術
労
働
力
の
中
で
も
雇
夫
の
占
め
る
率
は
高
い
。
雇
工
、
様
工
と
と
も
に
作
材
、
問
題
材
現
場
で
は
主
要
な
労
働
力
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、
仕
丁
が
「
服
夫
」
と
し
て
使
役
さ
れ
て
い
る
例
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
属
工
と
と
も
に
過
大
評
価
で
き
な
い
が
、
銭
の
所

用
に
よ
る
労
働
力
結
集
方
式
と
、
造
営
事
業
を
さ
さ
え
た
雇
傭
労
働
力
の
存
在
と
し
て
重
視
し
た
い
。

ま
た
連
出
の
過
程
で
、
居
単
に
よ
る
運
搬
が
あ
り
、
雇
一
夫
の
中
に
将
エ
と
し
て
の
分
業
化
が
あ
り
、
ま
た
先
述
し
た
檎
皮
・
椛
柑
調
達
、
連
出
に
役

夫
を
使
つ
て
の
右
兵
衛
物
部
東
人
の
請
負
的
な
役
割
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
八
世
紀
中
葉
の
以
上
の
よ
う
な
寺
院
造
営
事
業
の
周
辺
に
、
機
能
的
な

運
用
を
お
こ
な
う
た
め
の
分
業
化
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
と
と
も
に
、
一
属
傭
労
働
力
の
中
で
の
請
負
的
労
働
力
の
発
生
と
し
て
注
目
し
た
い
。

（
竹
内
理
三
、

以
上
「
古
代
人
名
辞
典
」

聞
は
、
倒
・
紛
告
朔
の
期
間
に
限
っ
て
そ
の
推
定
を
表
明
れ
で
示
す
。

平
野
邦
雄
、
山
田
英
雄
氏
編
）

の
援
用
に
よ
る
、
上
役
し
た
各
階
層
の
実
人
員
、
人
名
、
上
役
期

八
町
紀
中
東
伊
院
造
M
M
労
働
刈
の
一
考
察
（
岡
山
崎
）

J"i. 



八
川
紀
小
川
刊
却
し
寸
院
治
川
町
山
労
働
刈
の
一
考
然

（
間
以
）

一一一占ハ

紘

的
告
朔
の
期
間
に
、
作
工
の
ベ
二
三
三
人
（
司
工
五
四
人
、
雇
工
一
一
人
、
様
工
二
ハ
八
人
）
で
、
二
五
三
物
の
作
材
、
役
夫
の
ベ
三
一
人
で

檎
皮
六
二
聞
の
採
取
が
お
こ
な
わ
れ
た
e
運
材
は
、
こ
の
期
間
木
本
よ
り
道
ま
で
、
の
ベ
四
七
物
が
役
夫
の
ベ
一

O
一
人
で
連
出
さ
れ
た
の
み
で
、

他
は
紛
告
朔
の
三
月
一
三
日
に
い
た
っ
て
運
出
始
め
ら
れ
、
木
本
よ
り
車
庭
、
さ
ら
に
三
雲
川
津
よ
り
琵
琶
湖
を
へ
て
石
山
へ
、
の
ベ
七
四
二

物
を
一
辰
夫
の
ベ
一
六
二
人
、
脳
卒
（
居
一
）

一
七
阿
で
連
出
運
消
さ
れ
、
宝
字
六
年
四
月
二
九
日
二
三
二
物
を
、
同
七
月
六
日
ま
で
に
れ
九
根
を

石
山
に
収
納
し
た
。
檎
皮
は
間
二
月
九
日
五
五
回
を
収
納
し
た
。

物
資
は
主
に
造
東
大
寺
司
よ
り
充
て
ら
れ
た
が
、
そ
の
調
達
に
勢
多
庄
の
は
た
し
た
役
割
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
G

造
営
事
業
の
中
で
、
物

資
溜
川
、
調
達
、
ま
た
労
働
力
徴
発
に
銭
貨
の
活
用
が
あ
る
。

こ
の
間
で
の
各
階
層
の
使
役
上
の
特
徴
と
み
ら
れ
る
も
の
は
、
ハ
円
、
領
は
作
材
運
材
物
資
運
用
な
ど
、
山
作
所
の
作
事
に
現
場
監
督
的
役
割

を
は
た
し
、
と
く
に
領
橘
守
金
弓
が
、
叩
賀
山
作
所
の
全
体
、
お
よ
び
関
連
の
運
材
を
主
担
当
し
た
ω

事
務
系
下
級
官
人
だ
が
、
木
部
と
連
絡

を
と
り
つ
つ
作
事
を
す
す
め
る
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
伸
、
長
上
工
は
作
材
は
じ
め
の
九
日
間
、
番
上
工
以
下
の
作
材
を
指
導
し
た
と
忠
わ
れ

る
。
助
作
朔
に
署
名
し
、
私
米
を
調
達
す
る
な
ど
領
的
役
割
を
示
す
が
、
校
術
系
工
人
の
長
と
し
て
、
は
た
し
て
事
前
に
設
計
計
画
の
過
程
に

入
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
全
体
の
造
営
過
程
で
の
校
術
的
指
導
性
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る

Q

伸
、
番
上
工
、
未
選
工
は
、
作
材
、
雑
役
（
作

に
し
た
が
っ
た
が
、
現
場
で
は
校
術
的
点
検
を
う
け
、

る
べ
き
材
の
選
定
や
使
な
ど
）

ま
た
造
東
大
寺
司
作
事
と
の
流
用
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
る
こ
と
、
工
具
は
木
工
自
身
が
調
達
、
修
理
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
司
工
不
足
の
事
態
か
ら
一
雇
一
工
に
た
よ
っ
て
い
る
こ
と
、
な

ど
が
あ
り
、
総
じ
て
作
事
の
知
行
に
し
た
が
い
、
必
要
に
応
じ
た
宥
集
、
使
役
、
流
用
で
あ
ろ
う
。
同
、
一
雁
木
工
、
様
工
は
作
材
に
の
み
従
事

し
た
が
、
司
工
不
足
に
よ
り
、
作
材
の
過
程
で
は
こ
の
広
義
の

「
一
雄
工
」
が
大
き
な
役
割
を
し
め
た
。
個
、
鉄
工
は
司
鉄
工
不
足
に
よ
る
雇
工

で
あ
り
、
木
工
の
用
共
を
修
即
し
た
ω

側
、
仕
了
、
一
鹿
夫
は
檎
皮
採
取
、
適
材
、
雑
役
な
ど
の
「
非
枝
術
労
働
」
に
し
た
が
っ
た
が
、
仕
丁
は



主
と
し
て
物
資
運
搬
、
位
、
料
理
な
ど
に
、
雇
夫
は
述
材
な
ど
の
実
労
働
に
し
た
が
っ
た
ら
し
い
。
一
康
夫
は
紛
告
朔
で
五
七
・
八
Mmで
、
連
出
、

運
漕
を
お
こ
な
っ
た
が
、
そ
の
過
程
で
一
雇
車
、
将
工
と
し
て
の
分
業
化
が
み
と
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
経
過
に
み
ら
れ
る
造
営
組
織
運
用
と
、

以
上
要
約
し
た
が
、

労
働
力
使
役
の
性
格
に
つ
い
て
の
べ
る
と
、
己
、
作
材
、
運
材

は
、
同
期
聞
に
、
機
能
的
に
、
事
務
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
。
と
の
こ
左
は
、
事
務
的
管
理
機
構
が
整
備
さ
れ
、
機
能
的
運
用
の
方
法
が
確
立

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
た
と
え
ば
、
各
告
朔
解
に
み
る
よ
う
に
、
作
業
内
容
、
労
働
力
の
把
握
、
生
産
用
具
・
物
資
出
納
の
掌
握
、

記
録
に
、
現
場
監
桁
と
し
て
の
領
の
職
能
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
作
材
に
つ
い
て
、
各
部
材
の
寸
法
、
数
量
を
示
し
た
本
部
よ
り
の
指

示
に
し
た
が
い
、
慣
の
監
督
の
も
と
に
す
す
め
ら
れ
る
体
制
が
で
き
て
い
る
こ
と
、
な
f
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
。
、
労
働
力
使
役
の
方
法
に

は
、
必
要
に
応
じ
た
、
必
要
な
労
働
力
の
機
能
的
運
用
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
労
働
力
の
把
揮
に
、
個
別
的
人
別
支
配
が
い
き
わ
た
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
た
と
え
ば
、
作
材
、
運
材
過
程
で
の
作
業
別
分
業
化
に
、
そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
労
働
力
の
配
置
が
可
能
で
あ
る

こし
ι
、
ま
た
作
材
部
門
で
、
長
上
工
、
番
上
工
、
米
選
工
、
雇
・
様
ヱ
ル
」
、
技
術
の
上
下
に
よ
る
階
層
別
分
業
化
が
で
き
て
お
り
、
按
術
の
点

検
も
お
こ
な
わ
れ
て
、
必
裂
な
労
働
力
の
投
入
が
機
能
的
に
お
と
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
作
業
内
容
・
量
に
応
じ
た
詳
細
仰
な
労
働
力
の
掌

握
、
給
刊
の
人
別
支
給
の
方
法
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

以
上
の
特
徴
は
、
寺
院
建
築
輸
入
以
来
、
生
産
手
段
、
労
働
力
を
一
方
的
に
所
有
す
る
古
代
権
力
が
、
急
速
に
発
展
さ
せ
て
き
た
生
産
機
構
の

技
術
、
技
術
・
非
技
術
労
働
力
の
組
織
化
の
結
果
で
あ
「
た
と
み
ら
れ
る
が
、
同
時
に
七
六
0
年
代
で
、
造
石
山
寺
所
と
い
う
中
小
寺
院
造
営

組
織
の
ば
あ
い
で
み
る
と
き
、
つ
ぎ
の
点
に
注
意
し
た
レ
。
す
な
わ
ち
作
材
、
運
材
労
働
力
の
大
部
分
を
、
銭
の
活
用
に
よ
っ
て
、
雇
工
・
辰

夫
と
い
う
席
側
労
働
力
に
依
存
し
、
と
く
に
そ
の
中
に
、
様
工
と
い
う
請
負
工
と
推
定
さ
れ
る
部
分
の
発
生
、
抑
柑
調
達
に
み

ま
た
檎
皮
、

る
、
お
兵
術
物
部
業
人
の
訪
負
的
役
割
な
ど
は
、
本
来
個
別
的
人
別
支
聞
に
よ
る
労
働
力
把
握
を
め
ざ
し
た
、
令
制
的
生
産
関
係
と
は
こ
と
な

る
部
分
を
、
労
働
力
の
基
盤
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
労
働
力
を
、
作
業
別
分
業
化
の
中
に
く
み
こ
ん

で
、
機
能
的
運
用
を
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
れ
に
よ
り
進
展
す
る
在
地
農
民
の
子
工
業
生
産
力
の
発
展
、
分
業
化

一
位
紀
巾
H

広
1
J
山
浩
常
労
働
力
の
一
考
然
（
間
版
）

一
二
七



八
川
紀
小
業
卜
－
J

院
治
悦
労
働
々
の
一
考
火
山
（
岡
山
川
）

一
二
八

し
た
い
。

は
、
や
が
て
令
制
的
生
産
関
係
を
つ
き
く
ず
す
要
因
に
な
る
と
岡
山
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
様
工
を
は
じ
め
と
す
る
雇
傭
労
働
力
を
つ
ぎ
の
課
題
と

（討
1
）

（註
2
）

（訊
8
）

（註
4
）

（討
5
U

（註
6
）

（詑
7
）

（設
8
）

（
討
9）

（
註
叩
）

（一一此孔〉

（…計一位）

一
月
二
O
H法
記
山
か
所
解
に
、
持
作
一
石
、
末
路
五
斗
、
仙
川
作
一
石
、
九
組
ニ
石
、
酢
一
斗
、
管
一
斗
を
役
夫
等
の
食
料
と
し
て
清
F

っ
た
が
、
そ
の

折
、
先
日
昨
替
を
請
－
っ
た
が
部
印
刷
使
橘
守
金
弓
が
漏
間
し
、
残
る
所
は
各
五
升
の
み
、
故
に
さ
ら
に
請
う
と
い
い
（
公
・
丘
ノ
三
七
）
、
一
一
川
二
三

日
造
東
大
手
可
は
、
造
石
山
主
所
に
、
末
格
、
昨
等
を
充
遣
し
、
た
だ
し
先
に
充
て
漏
る
る
所
は
、
石
山
に
で
徴
填
せ
よ
と
い
う
（
迭
ム
J

司
牒
・

1

ノ
六
八
）
。

宝
字
六
年
五
月
四
日
（
一
五
／
一
一

O
一
）
、
同
五
月
一
六
日
（
一
万
／
三

O
六
）
に
は
「
散
位
少
初
位
下
」
と
あ
る
。

古
同
孝
氏
前
向
論
文
。

拙
稿
「
造
守
司
木
工
に
つ
い
て
」
（
「
九
州
史
研
究
」
所
収
〉
、
第
二
牢
。

深
万
円
は
、
一
月
二
八
日
付
上
日
解
に
誤
り
お
と
し
て
レ
た
と
し
て
、
一
月
一
ニ

O
日
に
、
上
日
二
三
日
を
伸
送
る
ハ
公
・
一
五
ノ
一
四
六
〉
。

稲
山
博
士
は
、
河
内
、
深
万
円
川
、
男
公
の
三
人
は
叩
賀
で
作
材
に
従
事
し
、
以
犬
、
一
ム
敷
の
二
人
は
一
七
山
（
足
佐
）
に
あ
っ
た
ら
し
い
と
さ
れ
た
が

（
三
七
四
只
〉
、
ほ
か
に
二
一
月
l
一
月
初
に
存
在
す
る
司
木
工
の
人
々
れ
は
な
く
、
ま
た
単
八
七
人
に
よ
り
、
乙
の
二
人
も
甲
賀
で
の
上
役
と
み
る
。

石
山
寺
造
討
に
対
す
る
良
弁
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
州
－
M
「冶．
h
山
守
所
の
造
釘
迦
桂

E
l京
大
小
J
大
他
都
良
弁
の
役
割
｜
」
ハ
日
本
建
築
学
会
九

州
支
部
研
究
終
合
、
昭
和
同
一
ニ
・
一
一
）

討
4
拍
和
。

拙
稿
「
奈
良
時
代
の
岡
工
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
第
一
掌
（
九
州
史
学
一
四
号
）
。
拙
一
川
「
造
石
山
寺
所
の
造
計
地
程
E
l仏
堂
仏
像
制
作
・
彩
色

経
過
｜
」
（
長
附
造
船
大
学
研
究
報
告
第
九
号
〉
。

平
野
邦
郎
氏
「
手
工
業
」
五
、
作
令
制
下
の
生
産
、
労
働
組
織
（
休
系
日
本
史
叢
書
一

O
「
広
業
史
1
」
第
三
章
）
。

前
木
孝
次
郎
「
抗
体
工
に
関
す
る
一
考
’
民
」
ハ
続
日
本
紀
研
究
、
九
ノ
一
二
〉
。
尚
氏
「
検
工
と
浮
浪
」
（
抗
日
本
紀
研
究
、
一

O
／
二
・
三
合
併
号
〉
υ

弥
永
良
三
氏
「
仕
丁
の
研
究
」
（
史
学
新
誌
、
六

C
編
四
号
）
。

宵
木
和
夫
氏
「
一
服
役
制
の
成
立
」
（
史
学
雑
誌
、
六
七
編
四
号
〉
。

小
稿
「
二
、
作
材
・
辺
材
労
働
力
」
の
う
ち
、
「
作
材
労
働
必
」
の
郎
分
は
、
発
行
者
の
了
解
を
従
て
、
左
記
拙
稿
宇
佐
補
正
し
つ
つ
椛
成
し
た
。

拙
稿
「
造
石
山
在
所
の
造
吋
過
程
（
I
）
｜
甲
賀
山
作
所
で
の
作
材
労
働
力
！
」
ハ
長
崎
造
船
大
、
学
研
究
報
告
第
八
号
、
一
九
六
七
・
一

o
v

ハ
一
九
六
九
・
一

0
・
一
五
U



II 木本（二 T J庭 ｜材→車庭 軸→iJI]津→甲賀；下 I JII津哨よt1 ;11津→石

名称！員数It1きJ尺Ljct方専）I（主方寺）I山阿'iI叫数（長〈尺〉（叫日ii－；；計夫l員数l広（尺

峨 I15 I官［楕 115,600I 

柱 I2根 I13 I '1. 2 I ¥. 1卜3,500I 

…川＇1.2 I ¥. 1 Iげ7・700

柱料桁 I6段 J 11 I o. 7 I o. 7 I 5，叩o1 32, 400 I 5, 400 f 1人I6人II 5叶 11 ＼~：震j；交｜：霊 l ~交 l 4技 I11 一人 I4度 I2人｜ I I I l一｜一｜一｜一 I6枝 I" i1 l椴 I16 I o. 7 I o. 7 I 宝子~－ 291 材臼
ぺ7枝 J . 23 I o. 8 I o. 7 f 12, 900 I 

冊州 27 I o. 8 I o. I…… 7,550 

〈齢 Is技 I19 I o. 8 I o. 7 I……5州人｜世人 II 一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜一｜ T I T ｜一｜一 l一l一｜〈蔀 lリ35A II 鍛 I10 I o. 8 I o. 7 I ,, I 

〈毘）I 21'R I 21 I 0. 8 I 0. 7卜1,soo f 2s, s川7,850f 1. 5人I3人卜 I- I - I - I - I - I - I －卜｜－｜ I I I ｜二｜一一［－｜－｜〈器 I21 11--H !I 2技 I21 J o. 8 I o. 7 I ,, J ,, 

角吋 4枝｜却 Io. 8 I o. 7 111.…州 7小5人 I6人 ll-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 I I I 1-1-1  ｜ード鰐 I20 11 II 4枝I20 I 0. 8 I 0. 7 I II I 

~m:,::1~卜：：［ ~.~ I ~·~ I} l, MO 128 

計［ 25 卜（一 l一！一 1984,

桧皮I62囲｜一｜一｜一｜一一l一｜一｜÷人 I31人l I I I I I I I I I 7一！ I l一一←｜ ｜ ｜一｜ I I L一II5引一卜卜 l宝判2,9 -r 材

」



表 VI

II 
(5) 甲賀山作所告朔解（宝字5年12月 22 日－＇.］~字 6 年 1 月 14 日〕 (6) 甲賀山作所告的！］解（宝字6年3月13日ー宝字6年4月25日〕

職名 l 属 1身 分i宮位｜本
時 5.12.22一軒 6 1.14 I （ザ）

所官 属位・・本身 分武
｜単ω ｜人 名 1'1 22 25 29. 1 10 14 単 ")j 役 内 託手 人 名 労役内容15 

近江同
橘守金弓 造東大寺司 番上 少初位上

、
橘守金弓 左同犬 t 郡

秦 足 人 文 部 省 位子 j罷 イ立 山城国 〈運材領〉

将 倍i 三 il!!:i 党羽 左大合人寮 舎人 少外初｛立上 摂津憧 てご二コ 51人2) （「木土井i交夫等jJt:f，史」〉 道． }'t 1，仁2♀ 
越〈造m東1国大本寺1T司・未選〉

1券 g 主 （造東大c/s，司 番上〉
i設イ立 うた j民 間

(9. 
少書店｛立上

丹 波広成 工エ II 

一一一一一一一一

長上 工｜ 船木 約奈川近東大切｜長上工i従6位上｜ ci人.6) 
（「教廻木工等作物」〉 ナ シ

一一ー一

I Ff＇賀深万日｜造東大寺司 番上工 少初位上
' 0。作雑 役材 54人

33人
丸部男公造東大寺司 番上工 少初f立上 近江国

llJ難車：
4人

美総悶
司木工 夜i杭河内造東大寺司 未選工 /ftt ｛立 山方君~

87人
6人 ナ シ ナシ

(15.7) 
丈部 ri;犬 造東大寺司 未遂ヱ 無 位

県主石数｜〈造束大寺司
23人

未選工〉
•• -- I←←ι 

震木工 IIく1人？〉 lナシ i11人.0 f'p 材 ナ シ
(2 ) 

干業 工｜〈川上？ ) I 168人.3 作
(30 ) 

材 ナ シ iナシ｜

鉄工叫（ 1人？〉 （~人.1) 修理雑刃器等 ナ シ ｜ナシ｜

！｜細部広浜！
探！静岡

他 ff] 玉万円i : 39会 ｜〈物資運仇佼〉
l、 。見役 222人

j定！：郡横川郷
；私部広 岡

丁 1

• 101人
芸高木古万円

見役169人5) 
・ 2人石よHi;¥爾麻

土師 l鳩公〈足〉 】 ・ 2人
仕 岩11都jJlj智！RB ・ 古屋 11人宇治部乙万呂 備 問 不〈役303人

敢石部浄万日 と今く ・米 6人
• 3人

容米 J.k JfiZ ・ 3人
笛吹申万日 I I ;c;=I/ ・ 23人

I 1 I I I 1 I I 
＠ 於維 40人、、 ・編梓湊 7人

。不役く病〉 3人 ・符葛6荷〈人別1)6入

1震 夫 (3人以上？〉 53人.6 (5人以上？〉
175人

長選弁 大

く57.8)
く9.) 

・ 編惇 158人

計
I (Jl~！訟4人〉 8人以上？

内，推定よ役期間．×印逃亡



衣 IV 

諮 〈収納） 用 （文 出）

数 f霊 収納日 調達先 数 藍 用 途 備 考

61空 宝字 5.12.19 正
11貫 268文 長尾米18石7斗8升 石別 600文

9室主 宝字 G.1. 1 庄 387文 塩 5斗1升5合

49文 芸賞 1斗8升

32文 粉淵 4升 デ！別 8文

30文 1告 1口
一一一一

17文 私企 1合

17文 折横 “ワ d「L, 

11文 麻笥 i口

4文 小笥 2合

800文 釜 1口

10文 ノ屯誌 10）長

11,電339文 松皮 168図 i 尺文21 陣 Jγ 3 尺147 囲

255文 雇工 17入功 人別15文

610丈 康夫 53人功 i~人人男見：irnJ文ど
15賞 141雲829文 （後輪 171.文〉

7よ十8チト 員同 iよ十8升 主義上 9入学l 入浴日 1チト2合

6斗5升8合 護学 5.12.18 庄 6斗1升2合 宮高 51人料 人別 1升2合

石5斗 安長上倍下用＇｝：［，米 1石5斗6升2合「 司木工 87人科 7~人人人別別）｝IJ ! T合合I 

2三十2升 雇工 11人料 人別 2芳

ユょ；・2チ十 鉄工 6人＊＇↓ 人別 2升
一一一一

）~人人 i~ 2石 2チト2合 投了 172人料

1石 2 'Jl 8合 房夫 53人科 4~ノ人・¥. 2 
6合

3石3斗6升 様木工 168人科 人ti) 2升

7斗4升 展ニ 3二よ36り人川4I cl 人民約 2チト

5丹5合 送si'1領R,1人上自 ［夫入米2↓ 
3人

人別約 6合

1石6斗8'Jl 仕丁7人 正月半食料 人自IJ2斗4升

5升8合 主fl1 ffi筏給j上丁等

5斗2升8合 木工等食料 i 人人E別；［ ~ 斗斗， 2 チト

9斗3升8合 12石 9升4合 〈残・ 8石8斗4升4合〕

t2速達
5. 12.26 

庄E主カカ 30返 540人料 人〔5用5尽1両〉6. 1. 1 

41!1島 さま字 6. 1. l 圧力 H¥¥l 192人料 人〔別用尽1)1可

2斗5JI 定字 6. 1. 1 If.カ 2斗1升5合 430人料 人（残ト別副＼勺升5合は 即返）

r斗十8:r十
宝字 5.12.26

手君：貸ト裕太
2よl-8升 280人料 人〈部ffi尽1合） 

！任論

3斗5チト 宝字 6.1. 1 庄カ 3.q 5 エノr 350人料 人（用別尽1合〕

5ょト1升1合 民町 500人科 5人別！！！ぜ:;t:J*,~) 
Hr 貝ロ＂＇ 4Jト 山口神奉料

10藤 ~ 10rj長 用祭柁袴公文料

2石 イ土了焼 2石 用尽修支主雑刃器科

168 間関 230閏
宿右足衛物部東入所62 

l 合合合口日口 資 ti: 隠 （料理，食器用〕 7己上6合物ミヨ返上司j

2受 V 

さdき？I 〔収納） Jtj （支 tB) 

名称 数 主1i: ~·又；Wi 日 調達先 数 ii 用 i会 信 考
一一一一

~斗升 5・升当日・り6文00文272え：
石用2浅月1L1日日市

990文 米 1石2斗5升

4j芝 とに字 6.3.13 守政所 60丈 ；溢 4汗5合呂勺 升別 13文
一一一

4貰 宝字 6.3.23 お母カ 40文 海藻 5汗 斤jj!J 8文

160文 粉酒 1斗日升 7十＼＇ll] 10文

銭 12文 凡紙 1.5枚

2震 752文 建夫 175人坊 ：田~；人人人人人A ¥I文ぇ文j文γ 旧作工〉

2震 5[i7文 様工 168人功

1震 255文 17再功
一一一

計 S箆 272文 ？翠： 826文 〈残・ 446文〕

5石 サず、

8石7よj・6=J：ト2会 用2残月5 日rjl 

米 1石5斗 領芥｛土了 125人料 人5N1升2合

1石2斗5升 貿
3石5斗 ｝淫夫 175人料 人t..¥U2升

計 10石 1升2合 10右 く残・ 1升2合〉

海 i涼 ~；子f12同 宝字 6.3.18 11庁12尚 〈用尽〉

円I一7ずτ I羽 7チト 雇夫 175人料 人7:llJ 4勺
塚

4プl6会8勺 民 4 Jl・ 6合6勺 額弁行：了 125人料('t〕 人別 4勺

計 1斗13干6合8勺 1斗1升6合6勺 く残 2勺〉

醤；宰 2斗 苛 2斗 ()+JJ:ヰ〉

宮下 穏 1斗ー 可 〈用尽〉

粉 溺 1三！－ 6チト 民由 〈役夫支給カ〉

) L 紙 15/i長 民，.，.，’ 



An Observation on the Labour Power for Building 
Temples in the Middle of the 8th Century 

--The Case of Zo·Ishiyamaderasho
J(,ogasansakusho--

Y oshitaka OKAFUJI 

The object of this article is to illustrate the contents, the 

process and the materials in the works of sawing and con

veying and to make clear how the men of each class were 

made to work at Kogasansakusho Ej3~iJJ1-'fm as the first work of 

the building of Ishiyamadera from the end of 761 a. d. to the 

next August. I intend to observe through such concrete con

tents on the process of the organization for building temples, 

and the structure and the functions of the labour power. 

Between December 22, 761 and January 14, 762, 253 pieces of 

logs were cut by 233 mandays of Sakuko fl,I and 62 armfuls 

of Hiwada ~Bi: were gathered by 31 mandays of Ekifu 19:~. 47 

pieces out of them were carried part of the way by 101 man

days of Ekifu and between March 13 and April 25, 762, the 

rest (742 pieces) were carried on 17 Sekisha Hit.$: and on rafts 

from Kimoto -** to lshiyama by way of Shatei Jl[]k!, Miku

mogawatsu ::=:.~JIit$ and Lake Biwa by 162 mandays of Kofu im 
~- As the result, 232 pieces had been received by Ishiyama 

by April 29, 9 pillars, by July 9 and 55 armfuls of Hiwada by 

Zotodaijishi ~**~'f'i5J and Setasho ~~ J± played an important 

part for this purpose. In addition, coins were used for the 

supplies of goods and the labour power. 

The characteristics of this process are these: First, Chojoko 

:fltJ:.I directed the cutting and sawing of wood at the beginn

ing but afterward, according to the direction of the head

quarter (Zo-Ishiyamaderasho Mandokoro), Unagashi ~ilJL chief of 

-7-



the construction site undertook the task of cutting and trans

porting wood, or collecting materials. Second, Banjoko :ffl:J::I 

and Misenko *~I were also engaged in gathering and other 

works required in process of construction. Third, Tekko ~I 

was hired to repair the instruments of Mokko (carpenters). 

Koeki labour power, for instance, Koko .ii.I. and Tameshi-ko ~ 

I engaged in sawing and cutting wood, and Kofu in convey

ing and other jobs, was large because of the shortage of Shiko 

BJI and Jicho {±T. We need not over-estimate Koeki .ii1~. but 

we cannot neglect it as well as the circulation of coins. 

Moreover, in transporting, the labour was divided into Kasha 

and rafters. And the works of supplying materials such as 

Hiwada and Sugikure :t\1¥11 were aiso divided by contract. 

To sum up, the general arrangement of temple-building had 

been made beforehand, and the sizes and the numbers of 

timbers had been allotted before cutting wood. Thus this temple

building was a typical pattern of this period in the Kinai dis

trict, because there were systematic construc-tion and func

tion of employment in labour power in constuction-site. 
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